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ガイドライン作成の背景及び目的

　これまでの大規模災害の経験か

ら、飼い主とペットが同行避難する

ことが合理的であると考えられる様

になってきている。しかし、同行避

難のためには、飼い主の日頃からの

心構えと備えについて具体的な検討

が急務となっている。

　一方、自治体や現地動物救護本

部等が大規模災害時に動物救護対

策をどのように講ずるかは、動物愛

護の観点だけでなく、被災者である

飼い主の避難を支援し、放浪動物に

よる人への危害防止や生活環境保全

の観点からも重要な課題である。

　平成 23 年 3 月 11日に発生した

東日本大震災では、大規模な地震

や津波、それに伴う原子力災害が発

生し、甚大な被害を及ぼした。発災

時、住民は緊急避難を余儀なくされ

たため、自宅にとり残され、飼い主

とはぐれたペットが放浪状態となっ

た例が多数生じた。また、飼い主と

ペットが共に避難できた場合でも、

避難所では動物が苦手な方や、アレ

ルギーの方を含む多くの避難者が共

同生活を送るため、一緒に避難した

ペットの取扱いに苦慮する例も見ら

れた。

　このため、環境省では、自治体等

が地域の状況に応じた独自の対策マ

ニュアルや動物救護体制を検討する

際の参考となるよう災害時における

ペットの救護対策ガイドラインを作

成した。被災動物への対応は、災害

の種類、規模、地域性、季節や地

域における動物救護体制の整備状

況等によって異なり、各自治体が取

り得る体制の整備もまちまちである

ことから、本ガイドラインでは、こ

れまでの災害における動物救護活動

の事例を幅広く盛り込んだ。このガ

イドラインを地域ごとに必要な対策

の検討に活用していただくことを期

待する。

災害時におけるペットの救護対策ガイドライン
総 説

1
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　なお、本ガイドラインで示す実施

項目は、飼い主及び動物救護活動

従事者の安全確保を前提に飼い主と

ペットの同行避難を行うことを想定し

ている。

　また、本ガイドラインで示すペット

との同行避難と災害時の動物救護活

動について、フロー図としてとりまと

めた。（p.6）

養及び保管に関する施策を、都道府

県が策定する動物愛護管理推進計画

に定めることが追加されるとともに、

動物愛護推進員の役割として、災害

時に国または都道府県等が行うペッ

トの避難、保護等に関する施策に協

力することが追加された。

　さらに、改正法を踏まえ、「動物の

愛護及び管理に関する施策を総合的

に推進するための基本的な指針」（平

成 18 年 10 月 31日環 境 省告 示 第

140 号）の見直しを行い、災害対策

についても追加する予定である。

　各自治体等ではこうした措置を踏

まえた対策を検討する必要がある。

　本ガイドラインは、家庭動物等*

のうち主に犬及び猫などのペットを

対象とした、自治体等における動物

救護対策を立案する際に活用される

ことを想定している。

　これまでの災害、特に今回の東日本

大震災の経験を踏まえ、以下の観点

について、地域の実情に応じた動物救

護対策の検討を進める必要がある。

適用範囲及び前提事項

今後起こりうる災害に備えた動物救護対策について

2

3

　避難が必要な災害が発生し、飼い

主がペットと同行避難することを原

則とした場合、個々の飼い主がまず

果たすべき責任は、平常時から、災

害に備えたペット用の備 蓄品の確

保、避難ルートの確認等の準備をし

ておくことはもちろんのこと、ペット

が社会の一員としての適性をもつべ

きであることを認識し、同行避難す

るために必要なしつけや健康管理を

行うことである。

　また、避難所では、ペットの世話

やフードの確保、飼育場所の管理は

原則、飼い主の責任のもとで行うこ

とになる。大勢の人が共同生活を送

る避難所や仮設住宅（復興住宅等を

1 ペットとの同行避難を進めるための飼い主への啓発

* 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準（改正　平成 19 年 11 月 12 日環境省告示第 104 号）
第 2　定義
　この基準において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　　　（1）　動物　　哺乳類、鳥類及び爬虫類に属する動物をいう。
　　　（2）　家庭動物等　　 愛がん動物又は伴侶動物（コンパニオンアニマル）として家庭等で飼養及び保管されている動物
　　　　　　　　　　　　　並びに情操の涵養及び生態観察のため飼養及び保管されている動物をいう。

2 自治体等が行う動物救護活動の考え方

（1）動物救護に係る法制度の整備状況

　平成 23 年 12 月に開催された中

央防災会議において「防災基本計画」

の修正が行われ、自然災害対策の各

編（第２編～第６編）及び第 11編の

原子力災害対策編に、避難場所や仮

設住宅における家庭動物の受け入れ

配慮事項が追加されるとともに、「防

災業務計画及び地域防災計画におい

て重点をおくべき事項」に、被災し

た飼育動物の保護収容に関する体制

整備や避難場所等における飼育動物

の収容が追加された。　

　また、平成 25 年 9 月１日に施行

される改正動物愛護管理法におい

て、災害時における動物の適正な飼

含む。以下、「仮設住宅」とする。）

においてペットに関するトラブルが生

じないように、ペットを連れていな

い避難者への配慮やペット自身のス

トレスの軽減など、飼い主には普段

以上に様々な配慮が求められる。

　以上のように、災害時には、平常

時以上に飼い主に多くの責任が求め

られることから、自治体等は、飼い

主が平常時から備えるべき対策につ

いて、飼い主を含めた住民への必要

な情報の提供と意識の啓発を行う必

要がある。
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あったことから、飼い主が自宅にい

なかったケースもあった。このよう

に、災害が起こった時に飼い主がペッ

トと一緒にいるとは限らないことや、

人命を優先させるためにやむを得ず

ペットを自宅に残して避難せざるを

得ない状況もあること、また不測の

事態によりペットとはぐれてしまう

ケースもあることを想定する必要が

ある。

　こうした状況を踏まえ、飼い主責

任による同行避難を前提としながら

も、個人での対応には限界がある場

合に備え、自治体等による支援体制

や、放浪動物、負傷動物等の救護

体制を整備することは、被災者が安

心・安全に避難するためにも重要で

ある。その際、特に大規模災害発生

時には、行政のみでは迅速な対応が

困難な場合もあることから、地方獣

医師会、動物愛護推進員、ボランティ

ア団体等との連携も併せて検討して

おくことが必要である。

（2）自治体等による動物救護活動の必要性

　災害時には、何よりも人命が優先

されるが、近年、ペットは家族の一

員であるという意識が一般的になり

つつあることから、ペットと同行避

難をすることは、動物愛護の観点の

みならず、飼い主である被災者の心

のケアの観点からも重要である。ま

た、被災動物を放浪状態のまま放置

することで、野犬化した犬が住民へ

の危害をもたらす恐れがある。さら

に、不妊去勢処置がなされないまま

放浪状態となった犬や猫が繁殖し、

在来の生態系や野生生物へ影響を与

える恐れもある。こうした事後対応

の負担を軽減するためにも、ペット

との同行避難を進めることは、必要

である。

　一方で、飼い主とペットが安全に

避難するためには、まず飼い主自身

の安全を確保することが大前提とな

る。東日本大震災においては、いっ

たん避難した飼い主がペットを避難

させるために自宅に戻り、津波に巻

き込まれたケースや、平日の昼間で

○同行避難
　災害発生時に、飼い主が飼育しているペットを同行し、避難場所ま
で安全に避難すること。同行避難は避難所での人とペットの同居を意
味するものではない。

○現地動物救護本部等
　自治体、地元獣医師会、民間団体等が、災害発生時に被災地におい
て動物救護活動を実施し、被災動物や飼い主に対して必要な支援を行
うために設置される組織。被災地から避難したペットと飼い主を支援す
るために、近隣自治体において設置されることもある。

○緊急災害時動物救援本部
　天災・人災など不測の緊急災害において、被災した動物の救護及び
円滑な救護の確保を目的として平成 8 年に設置された。（公財）日本
動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、

（公社）日本獣医師会の４団体から構成され、大規模災害が起こった際
などに活動を開始する。主に、現地動物救護本部等や、被災地の自治
体等に対し人材、物資、資金の面で後方支援を行う。

○動物救護施設
　災害時に飼い主からの一時預かりや負傷動物、保護・収容したペッ
トの飼育管理等を行う施設。既存の保健所や動物愛護センター等の
運営管理の範囲内で運営することが基本であるが、ペットの収容、飼
育管理等にあたって既存の施設の活用で十分でないと考えられる場合
は、増設または新設を検討する。

○所有者明示
　ペットに迷子札、鑑札、狂犬病予防注射済票、マイクロチップ等を
装着することにより、飼い主を明確にしておくこと。ペットと飼い主が
はぐれた場合でも第３者が飼い主を特定できる。なお、飼い主の名前
や連絡先などが特定出来ない首輪のみの装着等は、所有者明示として
は不十分である。

○放浪動物
　何らかの理由で放置せざるを得なくなり放浪状態になったペットの
ほか、繋留されたまま放置された状態のペットも含む。

＜本ガイドラインにおける用語解説＞
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1 飼い主の役割

6 7

とで、住民の安全や公衆衛生上の環
境が悪化することも懸念される。こ
のような事態を防ぐために、災害時
の同行避難を推進することは、動物
愛護の観点のみならず、放浪動物に
よる人への危害防止や生活環境保全
の観点からも、必要な措置である。

が、人々にとってストレスやトラブル
の原因となるかどうかは、飼い主自
身の意識と、平常時からの備えに左
右される。また、通常の環境とは大
きく異なる避難生活はペットにとっ
ても大きなストレスとなる可能性が
あるが、ペットの避難に必要な用具
等を準備しておくことや、普段から
しつけや健康管理をしておくことで、
そのストレスを軽減させることも可
能である。

本 編

平常時及び災害時におけるそれぞれの役割1

　過去の災害において、ペットが飼い
主と離れ離れになってしまう事例が
多数発生したが、このような動物を
保護することは多大な労力と時間を
要するだけでなく、その間にペットが
負傷したり衰弱・死亡するおそれもあ
る。また、不妊去勢処置がなされて
いない場合、繁殖により増加するこ

　災害が起こった時に飼い主はペッ
トと同行避難することが基本である
ため、平常時からそれに備えるべき
対策についての意識をもち、ペット
の安全と健康を守るとともに、他の
避難者への迷惑にならないように努
めなければならない。
　様々な人が共同生活を送る避難
所においてペットを飼育する場合は、
動物が苦手な人、アレルギーを持っ
ている人等への特別の配慮が求めら
れる。避難所におけるペットの存在

（1）同行避難

（2）災害避難時における飼育管理
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2 自治体の役割

8 9

　平常時

 ● 住まいの防災対策
 ● ペットのしつけと健康管理
 ● ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による所有者明示）
 ● ペット用の避難用品や備蓄品の確保

 ● 避難所や避難ルートの確認等の準備

   災害時

 ● 人とペットの安全確保
 ● ペットとの同行避難

 ● 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育マナーの遵守と健康管理

　東日本大震災に伴う自治体へのアンケート調査結果によると、避難

所でのペットのトラブルでは、犬の鳴き声や臭いなどの苦情が最も多

かった。その他、「避難所で犬が放し飼いにされ、寝ている避難者の周

りを動き回っていた」、「ペットによる子供への危害が心配」、「ノミが発

生した」など、飼い主による適正な飼育が行われていないことによるト

ラブルが多く見られた。

　また、「アレルギー体質の方がいることから、避難所内で人と同じス

ペースで飼育することが難しい状況があった」など健康への影響につ

いての報告があるほか、「他の避難者とのバランスを考慮して貰えず、

自分のペットへの過度の要望を通そうとする避難者がいた」など、飼

育マナーに関する意見も各地で報告されている。

東日本大震災での事例

◆ 飼い主が行うべき対策の例

　自治体は、災害発生時に、飼い主

による同行避難や適正な飼育管理が

行われるよう、平常時から飼い主に

対する啓発等の対策を講じることが

望ましい。また、動物の保護や救護

活動が必要になる場合に備え、各行

政機関及び関係団体が連携・協働し

た救護活動が行えるように、地方獣

医師会や民間団体・企業等との災害

時協定の締結や、現地動物救護本部

等の設置に向けた連携、災害発生直

後における行政による動物保護活動

の開始が困難な場合の初動体制につ

いても検討しておくことが望ましい。

さらに自治体間で協力して広域的に

対応する体制の整備についても検討

する。また、平成 25 年 9 月１日に

施行される改正動物愛護管理法にお

いて、動物愛護推進員の活動として、

災害時におけるペットの避難、保護

等に関する協力が追加されたこと等

を踏まえ、動物愛護推進員等との災

害時の協力体制を検討する。

　災害が発生した際、自治体は関係

機関と連携して、同行避難の推進、

避難所における必要な飼育支援、放

浪動物や負傷動物等の救護活動を行

うなど、様々な役割を担う。自治体

によるこれらの活動は動物愛護の観

点のみならず、被災した飼い主への

支援という観点からも重要である。

　都道府県等は、各自治体が策定し

た災害に関する計画や、次に掲げる

項目などを参考に必要な対策を検討

しておくことが望ましい。
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育マナーに関する意見も各地で報告されている。

東日本大震災での事例

◆ 飼い主が行うべき対策の例

　自治体は、災害発生時に、飼い主

による同行避難や適正な飼育管理が

行われるよう、平常時から飼い主に

対する啓発等の対策を講じることが

望ましい。また、動物の保護や救護

活動が必要になる場合に備え、各行
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いて、動物愛護推進員の活動として、

災害時におけるペットの避難、保護

等に関する協力が追加されたこと等

を踏まえ、動物愛護推進員等との災

害時の協力体制を検討する。

　災害が発生した際、自治体は関係

機関と連携して、同行避難の推進、

避難所における必要な飼育支援、放

浪動物や負傷動物等の救護活動を行

うなど、様々な役割を担う。自治体

によるこれらの活動は動物愛護の観

点のみならず、被災した飼い主への

支援という観点からも重要である。

　都道府県等は、各自治体が策定し

た災害に関する計画や、次に掲げる
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　 　平常時
　● ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発

   ● ペットとの同行避難も含めた避難訓練

  ● 関係機関・団体、動物愛護推進員、他の自治体との災害時の動物救

　　護活動に関する連携体制の整備に係る調整（災害時協定、現地動物

　　救護本部等の体制、人材育成等）　　

　● 避難所、仮設住宅におけるペットの受け入れ対策に関して、関係市

　　区町村等との調整

　● 動物救護施設の設置候補地の検討

　 ● 災害時に協力が得られるボランティアリストの作成、ボランティア

　　の育成
　　● 必要物資の備蓄・更新

◆ 都道府県等が行う対策の例

10 11

　 　災害時

　● 現地動物救護本部等の設置の検討

　● 被災地市区町村へのペットの避難や救護に係る指導助言

　● 避難動物、放浪動物等に関する相談窓口の設置

　● 動物愛護推進員への協力要請等

　● 避難動物に関する情報収集、適正な飼育の指導

　● 人と動物の共通感染症の予防の措置

   ● 救援物資等の調達及び保管場所の確保と輸送手段の調整

   ● 獣医師の派遣依頼及び調整

   ● 放浪動物、負傷動物の保護収容、返還、譲渡

   ● 危険動物の逸走等に係る対応（特定飼養施設の破損、特定動物の逸

　　 走状況等の確認、逸走時の対応等）

   ● 被災住民への動物救護に関する情報の提供

   ● 関係部局、国、他自治体、緊急災害時動物救援本部等との連絡調 

      整及び支援要請

　市区町村は、各自治体が策定した

災害に関する計画や、都道府県等や

　 　平常時

　● ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発

　● ペットとの同行避難を含めた避難訓練　

　● 避難所、仮設住宅等におけるペットの受け入れ、飼育に係る検討

　　  災害時

　　● ペット同行避難者の避難所への避難誘導、支援

　● 避難所・仮設住宅におけるペット同行避難者の受け入れ

　● 都道府県等に対し、避難所・仮設住宅におけるペットの飼育状況

　　等に関する情報提供

　● 避難所・仮設住宅におけるペットの適正な飼育に係る指導、支援

　● 都道府県や現地動物救護本部等が行う動物救護活動への連携、協力、

　　支援要請

　● 被災住民等への動物救護及び飼育支援に関する情報の提供

岩手県（東日本大震災）

　 発災直後は被災住民への支援対応に追われ、県が動物救護対応にあたる

ことは難しかったが、地方獣医師会や民間団体と協定を締結し、役割分担

を行っていたことから、これらの団体によりペット同行避難者等への対応

をスムーズに行うことができた。

活動内容の事例

現地動物救護本部等の要請に応じ、

次の事項を検討する。

◆ 市区町村が行う対策の例

平
常
時
及
び
災
害
時
に

お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

平
常
時
及
び
災
害
時
に

お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

動物救護対策0722見開き.indd   10-11 13.7.31   1:57:14 PM



　 　平常時
　● ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発

   ● ペットとの同行避難も含めた避難訓練

  ● 関係機関・団体、動物愛護推進員、他の自治体との災害時の動物救

　　護活動に関する連携体制の整備に係る調整（災害時協定、現地動物

　　救護本部等の体制、人材育成等）　　

　● 避難所、仮設住宅におけるペットの受け入れ対策に関して、関係市

　　区町村等との調整

　● 動物救護施設の設置候補地の検討

　 ● 災害時に協力が得られるボランティアリストの作成、ボランティア

　　の育成
　　● 必要物資の備蓄・更新

◆ 都道府県等が行う対策の例

10 11

　 　災害時

　● 現地動物救護本部等の設置の検討

　● 被災地市区町村へのペットの避難や救護に係る指導助言

　● 避難動物、放浪動物等に関する相談窓口の設置

　● 動物愛護推進員への協力要請等

　● 避難動物に関する情報収集、適正な飼育の指導

　● 人と動物の共通感染症の予防の措置

   ● 救援物資等の調達及び保管場所の確保と輸送手段の調整

   ● 獣医師の派遣依頼及び調整

   ● 放浪動物、負傷動物の保護収容、返還、譲渡

   ● 危険動物の逸走等に係る対応（特定飼養施設の破損、特定動物の逸

　　 走状況等の確認、逸走時の対応等）

   ● 被災住民への動物救護に関する情報の提供

   ● 関係部局、国、他自治体、緊急災害時動物救援本部等との連絡調 

      整及び支援要請
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岩手県（東日本大震災）

　 発災直後は被災住民への支援対応に追われ、県が動物救護対応にあたる

ことは難しかったが、地方獣医師会や民間団体と協定を締結し、役割分担

を行っていたことから、これらの団体によりペット同行避難者等への対応

をスムーズに行うことができた。

活動内容の事例

現地動物救護本部等の要請に応じ、

次の事項を検討する。
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12 13

①災害対策基本法
　平成 23 年 12 月に災害対策基本

法に基づく「防災基本計画」の改定

が行われた。動物救護対策に関して

は、自然災害対策の各編に避難場

所及び仮設住宅における家庭動物の

受け入れ配慮に関する記載が追加さ

れるとともに、原子力災害対策編に

避難場所における家庭動物の受け入

れ配慮に関する記載が追加された。

また、第 16 編の「防災業務計画及

び地域防災計画において重点をおく

べき事項」の見直しが行われた。今

後、「同行避難」に関する方針を追

加していくことが課題である。

＜防災基本計画（抜粋）＞

第２編（地震災害対策編）、第３編（津波災害対策編）、第４編（風水

　　害対策編）、第５編（火山災害対策編）、第６編（雪害対策編）

　第２章　災害応急対策

　　第５節　避難収容及び情報提供活動

　　　２　避難場所

　　　　（２）避難場所の運営管理

　　　　　　～また、必要に応じ、避難場所における家庭動物のため

　　　　　　のスペースの確保に努めるものとする。

　　　３　応急仮設住宅等

　　　　（３）応急仮設住宅の運営管理

　　　　　　～また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物

　　　　　　の受入れに配慮するものとする。

災害時の動物救護対策に係る法律等の整備状況

第 11 編原子力災害対策編

　第２章　災害応急対策

　　第２節　屋内退避、避難収容等の防護及び情報提供活動

　　　２　避難場所

　　　　（２）避難場所等の運営管理

　　　　　　～また、必要に応じ、避難場所における家庭動物のため

　　　　　　のスペースの確保に努めるものとする。

第 16 編 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項

　第２章 災害応急対策に関する事項

　　　10 災害時における動物の管理（衛生を含む。）及び飼料の需給

　　　　　計画に関する事項

　　　　  被災した飼養動物の保護収容に関する体制整備、避難場所   

　　　　　等における飼養動物の収容及び適正な飼養，危険動物の逸

　　　　　走対策，動物伝染病予防上必要な措置並びに飼料の調達及

　　　　　び配分の方法に関する計画
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　平成 23 年 12 月に災害対策基本
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後、「同行避難」に関する方針を追

加していくことが課題である。

＜防災基本計画（抜粋）＞

第２編（地震災害対策編）、第３編（津波災害対策編）、第４編（風水

　　害対策編）、第５編（火山災害対策編）、第６編（雪害対策編）

　第２章　災害応急対策

　　第５節　避難収容及び情報提供活動

　　　２　避難場所

　　　　（２）避難場所の運営管理

　　　　　　～また、必要に応じ、避難場所における家庭動物のため

　　　　　　のスペースの確保に努めるものとする。

　　　３　応急仮設住宅等

　　　　（３）応急仮設住宅の運営管理

　　　　　　～また、必要に応じて、応急仮設住宅における家庭動物

　　　　　　の受入れに配慮するものとする。

災害時の動物救護対策に係る法律等の整備状況

第 11 編原子力災害対策編

　第２章　災害応急対策

　　第２節　屋内退避、避難収容等の防護及び情報提供活動

　　　２　避難場所

　　　　（２）避難場所等の運営管理

　　　　　　～また、必要に応じ、避難場所における家庭動物のため

　　　　　　のスペースの確保に努めるものとする。

第 16 編 防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項

　第２章 災害応急対策に関する事項

　　　10 災害時における動物の管理（衛生を含む。）及び飼料の需給

　　　　　計画に関する事項

　　　　  被災した飼養動物の保護収容に関する体制整備、避難場所   

　　　　　等における飼養動物の収容及び適正な飼養，危険動物の逸

　　　　　走対策，動物伝染病予防上必要な措置並びに飼料の調達及

　　　　　び配分の方法に関する計画
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14 15

　平成 24 年９月５日に公布された

改正動物愛護管理法において、動物

愛護管理推進計画に定める事項に災

害時対策が追加されるとともに、動

物愛護推進員の役割に災害時の国ま

たは都道府県等への協力に関する事

項が追加された。

② 動物の愛護及び管理に関する法律

＜動物の愛護及び管理に関する法律（抜粋）＞
　　　　　　　　　　　 下線部は平成 25 年９月１日より施行
第二章 基本指針等

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動

　　 物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画（以下「動物

　　　愛護管理推進計画」という。）を定めなければならない。

　 ２ 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。

　 三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関す

　　　る事項

第四章 都道府県等の措置等

第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推

　　進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するこ

　　とができる。

　 ２ 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

　 五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、　

　　　保護等に関する施策に必要な協力をすること。

　また、改正動物愛護管理法を踏

まえて、現在、 動物の愛護及び管理

に関する施策を総合的に推進するた

＜動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
　基本的な指針（抜粋）＞

第２ 今後の施策展開の方向

　２ 施策別の取組

　(8) 災害時対策

　① 現状と課題

　地震等の緊急災害時においては、動物を所有又は占有する被災者等

　の心の安らぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防

　止等の観点から、被災地に残された動物の収容及び餌の確保、特定

　動物の逸走防止及び捕獲等の措置が、地域住民、国や地方公共団体、

　獣医師会、動物愛護団体等によって行われてきている。今後とも引

　き続きこれらの措置が、関係機関等の連携協力の下に迅速に行われ

　るようにするための体制を平素から確保しておく必要がある。

　② 講ずべき施策

　ア 地域防災計画等における動物の取扱い等に関する位置付けの明確

　　　化等を通じて、動物の救護等が適切に行うことができるような体

　　 制の整備を図ること。

　イ 動物の救護等が円滑に進むように、逸走防止や所有明示等の所有

　　 者の責任の徹底に関する措置の実施を推進すること。

めの基本的な指針のうち、災害時

対策についても見直しが検討されて

いる。
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14 15

　平成 24 年９月５日に公布された

改正動物愛護管理法において、動物

愛護管理推進計画に定める事項に災

害時対策が追加されるとともに、動

物愛護推進員の役割に災害時の国ま

たは都道府県等への協力に関する事

項が追加された。

② 動物の愛護及び管理に関する法律

＜動物の愛護及び管理に関する法律（抜粋）＞
　　　　　　　　　　　 下線部は平成 25 年９月１日より施行
第二章 基本指針等

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動

　　 物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画（以下「動物

　　　愛護管理推進計画」という。）を定めなければならない。

　 ２ 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。

　 三 災害時における動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関す

　　　る事項

第四章 都道府県等の措置等

第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推

　　進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するこ

　　とができる。

　 ２ 動物愛護推進員は、次に掲げる活動を行う。

　 五 災害時において、国又は都道府県等が行う犬、猫等の動物の避難、　

　　　保護等に関する施策に必要な協力をすること。

　また、改正動物愛護管理法を踏

まえて、現在、 動物の愛護及び管理

に関する施策を総合的に推進するた

＜動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための
　基本的な指針（抜粋）＞

第２ 今後の施策展開の方向

　２ 施策別の取組

　(8) 災害時対策

　① 現状と課題

　地震等の緊急災害時においては、動物を所有又は占有する被災者等

　の心の安らぎの確保、被災動物の救護及び動物による人への危害防

　止等の観点から、被災地に残された動物の収容及び餌の確保、特定

　動物の逸走防止及び捕獲等の措置が、地域住民、国や地方公共団体、

　獣医師会、動物愛護団体等によって行われてきている。今後とも引

　き続きこれらの措置が、関係機関等の連携協力の下に迅速に行われ

　るようにするための体制を平素から確保しておく必要がある。

　② 講ずべき施策

　ア 地域防災計画等における動物の取扱い等に関する位置付けの明確

　　　化等を通じて、動物の救護等が適切に行うことができるような体

　　 制の整備を図ること。

　イ 動物の救護等が円滑に進むように、逸走防止や所有明示等の所有

　　 者の責任の徹底に関する措置の実施を推進すること。

めの基本的な指針のうち、災害時

対策についても見直しが検討されて

いる。
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3 地方獣医師会の役割

4 民間団体・企業の役割

16 17

　地方獣医師会は、自治体、関係団

体と連携し、（公社）日本獣医師会

作成の「災害時動物救護の地域活動

マニュアル策定のガイドライン」を

参考に各地方獣医師会が作成した災

害対策に関する計画・マニュアル等

に沿って協力や支援を行う。

　現地動物救護本部等の構成団体

である場合には、本部設置後は、構

成団体として救護活動を行う。特に、

地方獣医師会は、避難所等における

ペットの治療、健康管理に関する飼

い主からの相談の受付等、被災地に

おける獣医療に関する支援を担う。

　獣医師自らが被災して十分な支援

を行えない場合も想定し、平常時か

ら近隣の地方獣医師会と、災害時の

連携等について検討しておくことが

望ましい。

　 平常時

　● 災害に備えたペットの健康管理等について飼い主への啓発

   ● ペット同行避難も含めた避難訓練への協力

     ● 協力可能な動物病院、獣医師のデータベースの作成

　　● 自治体、近隣地方獣医師会との災害時協定に係る調整

　  災害時

 　● 都道府県等が実施する動物救護活動への協力

　● 現地動物救護本部等を設置した場合は、本部構成団体として都道

      府県等と連携した動物救護活動の実施

　　● 避難所等への獣医師の派遣及び避難動物の健康管理に係る支援

    ● 飼育困難なペットの一時預かり・譲渡の支援

    ● 負傷動物等の治療・保管

　　● 近隣地方獣医師会への支援要請（人材派遣、一時預かり、譲渡等）

◆ 地方獣医師会が行う活動内容の例

　民間団体とは、主に動物愛護団体
をはじめとした動物に関連した民間
団体のことである。これらの民間団
体は、平常時から所在地の自治体等
と協力関係を築き、災害時に自治体
等が必要とする支援、協力を行うこ

とが望ましい。
　現地動物救護本部等の構成団体
となっている場合は、自治体や地方
獣医師会等の要請のもと、次に掲げ
る支援や協力を検討する。

指定地方公共機関＜東京都獣医師会＞
　災害対策基本法及び国民保護法において定められた、災害等の緊
急対処事態等に際して国民の生命、身体、財産の安全を守る上で一
定の義務を付与された機関である。
　東京都獣医師会は、東京都において「指定地方公共機関」に指定
されているため、 東京都総合防災訓練への参加や、関係機関等との円
滑な連絡調整が可能となり、災害時にも迅速な対応ができた。

事　例

　  平常時
　● 災害に備えたペットの適正な飼育等について飼い主への普及啓発へ

　　の協力　
　● ペット同行避難も含めた避難訓練への協力

　  災害時
　● 救援物資の配布協力
　● ペットの一時保管先や避難所・仮設住宅におけるペットの飼育管理への支援
　● 所有権が放棄されたペットの新しい飼い主探しへの協力
　● ボランティアの管理への協力
　● その他、自治体や現地動物救護本部等が必要とする支援への協力

◆ 民間団体が行う支援・協力の例

（1）民間団体
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3 地方獣医師会の役割

4 民間団体・企業の役割

16 17

　地方獣医師会は、自治体、関係団

体と連携し、（公社）日本獣医師会

作成の「災害時動物救護の地域活動

マニュアル策定のガイドライン」を

参考に各地方獣医師会が作成した災

害対策に関する計画・マニュアル等

に沿って協力や支援を行う。

　現地動物救護本部等の構成団体

である場合には、本部設置後は、構

成団体として救護活動を行う。特に、

地方獣医師会は、避難所等における

ペットの治療、健康管理に関する飼

い主からの相談の受付等、被災地に

おける獣医療に関する支援を担う。

　獣医師自らが被災して十分な支援

を行えない場合も想定し、平常時か

ら近隣の地方獣医師会と、災害時の

連携等について検討しておくことが

望ましい。

　 平常時

　● 災害に備えたペットの健康管理等について飼い主への啓発

   ● ペット同行避難も含めた避難訓練への協力

     ● 協力可能な動物病院、獣医師のデータベースの作成

　　● 自治体、近隣地方獣医師会との災害時協定に係る調整

　  災害時

 　● 都道府県等が実施する動物救護活動への協力

　● 現地動物救護本部等を設置した場合は、本部構成団体として都道

      府県等と連携した動物救護活動の実施

　　● 避難所等への獣医師の派遣及び避難動物の健康管理に係る支援

    ● 飼育困難なペットの一時預かり・譲渡の支援

    ● 負傷動物等の治療・保管

　　● 近隣地方獣医師会への支援要請（人材派遣、一時預かり、譲渡等）

◆ 地方獣医師会が行う活動内容の例

　民間団体とは、主に動物愛護団体
をはじめとした動物に関連した民間
団体のことである。これらの民間団
体は、平常時から所在地の自治体等
と協力関係を築き、災害時に自治体
等が必要とする支援、協力を行うこ

とが望ましい。
　現地動物救護本部等の構成団体
となっている場合は、自治体や地方
獣医師会等の要請のもと、次に掲げ
る支援や協力を検討する。

指定地方公共機関＜東京都獣医師会＞
　災害対策基本法及び国民保護法において定められた、災害等の緊
急対処事態等に際して国民の生命、身体、財産の安全を守る上で一
定の義務を付与された機関である。
　東京都獣医師会は、東京都において「指定地方公共機関」に指定
されているため、 東京都総合防災訓練への参加や、関係機関等との円
滑な連絡調整が可能となり、災害時にも迅速な対応ができた。

事　例

　  平常時
　● 災害に備えたペットの適正な飼育等について飼い主への普及啓発へ

　　の協力　
　● ペット同行避難も含めた避難訓練への協力

　  災害時
　● 救援物資の配布協力
　● ペットの一時保管先や避難所・仮設住宅におけるペットの飼育管理への支援
　● 所有権が放棄されたペットの新しい飼い主探しへの協力
　● ボランティアの管理への協力
　● その他、自治体や現地動物救護本部等が必要とする支援への協力

◆ 民間団体が行う支援・協力の例

（1）民間団体
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5 現地動物救護本部等の役割

18 19
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　民間企業とは、主に動物取扱業者、

ペット用品販売業者、ペット用医薬

品販売業者やそれらの業界団体等

である。民間企業は、自治体等が平

常時から検討するペット用品等の備

蓄や人材派遣に協力することが望ま

しい。

　また、民間企業は災害時に被災地

に必要な救援物資の供給などについ

て検討を行うことが望ましい。さら

に、自治体、地方獣医師会、現地動

物救護本部等が必要とする獣医師、

動物看護師、ドッグトレーナー、ト

リマー等動物の専門的知識や技術を

有する人材派遣への協力などについ

ての検討をしておくことが望ましい。

　  平常時       

   ● ペット用品等の備蓄

　 ● 地元自治体、地方獣医師会等との連携・協力

　● 災害発生時に備えた動物取扱業者同士の連携・協力体制づくり　   　

　　災害時       　

   ● ペット用品等の提供   

   ● 専門的人材の派遣

　● 被災した動物取扱業者が管理する動物の移動や保管などの互助

◆ 民間企業が行う主な支援・協力の例

（2）民間企業

　災害発生時、自治体・地方獣医師

会等は現地動物救護本部等の設置

の必要性の有無を判断し、本部を設

　  災害時

　● 物資の調達、配布

　● ボランティアの確保・配置・管理

　● 義援金の募集・活用

　● 避難所・仮設住宅におけるペットの受け入れに関わる市区町村への

　　要請

　● 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育支援

　● 保護が必要な動物への対応

　● 動物救護施設の設置・運営

　● 動物病院への、治療・一時預かり・譲渡等に係る協力要請

　● 情報収集・広報活動

  ● 相談窓口の設置

◆ 現地動物救護本部等が行う活動内容の例

置した場合は、動物救護活動を行う

ため、構成団体・機関と調整を行い、

次の各項目に係る活動を行う。
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6 緊急災害時動物救援本部の役割 7 国の役割

緊急災害時動物救援本部と現地動物救護本部等の関係
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　緊急災害時動物救援本部は、（公

財）日本動物愛護協会、（公社）日

本動物福祉協会、（公社）日本愛玩

動物協会、（公社）日本獣医師会の

４団体から構成され、大規模災害が

　  災害時

　● 被災地の都道府県等から、被災状況、動物救護に係る必要な支援

　　等に関する情報を収集
　● ボランティアを募集し、現地動物救護本部等とボランティア派遣

　　に係る連絡調整
　● ペット用品等の救援物資を募集し、被災地の自治体、現地動物救

　　護本部等、地方獣医師会等へ配布
　● 義援金を募集し、被災地の自治体、現地動物救護本部等、地方獣

　　医師会等へ配分・供与
　● 避難所、動物救護施設等におけるペットの飼育管理等に関する助言

◆ 緊急災害時動物救援本部が行う活動内容の例

起こった際などに活動を開始する。

主に、現地動物救護本部等、被災地

の自治体等を人材、物資、資金の面

で支援する。

　国は、都道府県等の動物愛護管理

担当部署及び現地動物救護本部等、

緊急災害時動物救援本部、その他関

　平常時

● ペットの適正な飼育、災害への備え等に関する飼い主への普及啓発

● 自治体への災害対策や過去の事例に関する情報の提供

● 関係機関等との災害に関する連絡調整

　災害時

● 被災地の都道府県等と連絡調整を行い、被災状況、動物救護活動の

　状況等に関する情報収集、提供等

● 緊急災害時動物救援本部と連絡調整を行うなど、被災地の動物救護

　活動を支援

● 関係機関等との災害に関する連絡調整

◆ 国が行う活動内容の例

係機関と連絡・調整を行い、被災地

の動物救護活動を支援する。
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1 ペットの災害対策に関する飼い主等への普及啓発
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災害に備えた平常時の対策、体制の整備2

　近年、犬や猫の飼育頭数は 2,000

万頭を超えていると言われている

が、ペットの飼育に関する正しい知

識や飼育するペットに対するしつけ

が十分でない飼い主もおり、自治体

等がペット同行避難者への受け入れ

体制を整えていたとしても、実際に

は、ペットとの同行避難の実施や避

難所での適切な飼育が難しい場合が

ある。

　また、名札やマイクロチップ等の

所有者明示が十分でない状況である

と、災害時に迷子になって保護され

たペットが飼い主の元に戻れる確率

がかなり低くなる。

　飼い主による災害に備えたペット

に対する対策とは、特別なことでは

なく、日頃のしつけや健康管理、所

有者明示など適正な飼育をすること

に他ならない。

　以上のことから、自治体は動物愛

護推進員や関係団体・機関と連携し

て、災害時のペットとの同行避難が

受け入れられる、人と動物の共生す

る社会づくりを推進するとともに、

平常時から行うべき対策や災害時の

同行避難等について、飼い主等への

指導、普及啓発を行う。

災
害
に
備
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常
時
の

対
策
、
体
制
の
整
備
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　同行避難や避難所・仮設住宅にお

けるペットの適正な飼育管理を推進

● 普段の暮らしの中での防災対策

● ペットのしつけと健康管理

● ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による所有者明示）

● ペット用の避難用品や備蓄品の確保

● 避難所や避難ルートの確認等

● 災害時の心がまえ

　東日本大震災では、震災前より地域防災計画に同行避難について記

載し、ペット救済マニュアルの作成、餌やケージなど物資の備蓄を行っ

ていたにも関わらず、飼い主や市町村等の災害担当部署に「ペットとの

同行避難」に関する意識が十分に浸透せず、多くの飼い主がペットを

置いて避難したため、発災後の対応に苦慮した自治体がみられた。

　この事例は、体制の整備だけではなく、飼い主への普及・啓発が重

要であることを示している。

◆ 飼い主が備えておくべきこと

するために、飼い主が備えておくべ

き事項について、以下に示す。

東日本大震災での事例

（2）ペットのしつけと健康管理

　飼い主が、いざペットを連れて避

難しようとしても、ペットも突然の

災害にパニックになり、いつもと違

う行動を取る可能性がある。こうし

た状況で、人とペットが安全に避難

するためには、普段からキャリーバッ

ク等に入ることを嫌がらないことや、

犬の場合は、「待て」、「おいで」等

のしつけを行っておく必要がある。

　避難所におけるペットの飼育にお

いては、ケージやキャリーバックに

慣らしておくこと、人や動物を怖がっ

たり、むやみに吠えたりしないこと、

決められた場所で排泄ができること

で、他人への迷惑を防止するととも

に、ペット自身のストレスも軽減する

ことができる。

　また、避難所や動物救護施設にお

いては、ペットの免疫力が低下した

り、他の動物との接触が多くなるた

め、普段からペットの健康管理に注

意し、予防接種やノミなどの外部寄

生虫の駆除を行い、ペットの健康、

衛生状態を確保する。

　さらに、不必要な繁殖を防止する

ため、不妊・去勢手術を実施しておく。

不妊・去勢手術により、性的ストレ

スの軽減、感染症の防止、無駄吠え

等の問題行動の抑制などの効果も

ある。

　災害時にペットを守るためには、

まず飼い主が無事でいることが重

要である。そのためには、家具の固

定等地震対策を行う必要があるが、

ペットが普段いる場所にも配慮する

ことで、ペットの安全にもつながる。

　また、犬を屋外で飼育している場

合は、ブロック塀やガラス窓、倒れ

やすい建物等、飼育場所の周囲に破

損や倒壊するおそれのあるものがな

いか確認しておくとともに、首輪や

鎖が外れたり切れたりして逃げ出す

おそれがないか確認する。

（1）普段の暮らしの中での防災対策
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◎災害に備えたしつけと健康管理の例

  犬の場合

　●「待て」「おいで」「お座り」「伏せ」などの基本的なしつけを行う。

　● ケージ等の中に入ることを嫌がらないように、日頃から慣らしておく。

　● 不必要に吠えないしつけを行う。

　● 人やほかの動物を怖がったり攻撃的にならない。

　● 決められた場所で排泄ができる。

　● 狂犬病予防接種などの各種ワクチン接種を行う。

　● 犬フィラリア症など寄生虫の予防、駆除を行う。

　● 不妊・去勢手術を行う。

  猫の場合

　● ケージやキャリーバッグに入ることを嫌がらないように、日頃から慣

    　らしておく。

　● 人やほかの動物を怖がらない。

　● 決められた場所で排泄ができる。

　● 各種ワクチン接種を行う。

　● 寄生虫の予防、駆除を行う。

　● 不妊・去勢手術を行う。

  犬の場合
　● 首輪と迷子札
　● 鑑札や狂犬病予防注射済票（飼い犬は狂犬病予防法により鑑札の装

　　着や年一回の予防注射、及び注射済票の装着が義務づけられている）
　● マイクロチップ

 猫の場合
　● 首輪と迷子札（猫の首輪はひっかかりを防止するために、力が加わる 

　 と外れるタイプがよい）
　● マイクロチップ

　災害発生時には、やむを得ずペッ

トを残して避難したり、ペットとはぐ

れてしまう場合もあるため、保護さ

れた際に飼い主の元に戻れるように

所有者明示をしておく必要がある。

外から見えて誰でもすぐにわかる迷

子札等をつけるとともに、脱落の可

*AIPO　Animal ID Promotion Organization（動物 ID 普及推進会議）の略称。マイクロチップを利用した犬・猫等の家
庭動物の個体識別を普及推進するため、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、（公社）日本愛玩動物協会、（公
社）日本獣医師会の 4 団体によって構成された組織で、（公社）日本獣医師会がマイクロチップのデータベースの登録・管理
を行っている。マイクロチップ自体には、15 桁の数字が記録されているだけで、飼い主の住所・電話番号などの情報は入っ
ていないため、マイクロチップを装着した場合には、飼い主のデーターと照合するためのデータベースへの登録が必要となる。

能性が低く、確実な身分証明となる

マイクロチップを装着し、AIPO* に

登録するといった対策をしておくこ

とで効果を高めることが出来る。

　また、犬の場合、狂犬病予防法に

基づき、鑑札、狂犬病予防注射済票

を飼い犬に装着する義務がある。

（3）ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による
　　所有者明示）

◎迷子にならないための対策例
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◎災害に備えたしつけと健康管理の例
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　 と外れるタイプがよい）
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　災害発生時には、やむを得ずペッ

トを残して避難したり、ペットとはぐ

れてしまう場合もあるため、保護さ
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外から見えて誰でもすぐにわかる迷
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社）日本獣医師会の 4 団体によって構成された組織で、（公社）日本獣医師会がマイクロチップのデータベースの登録・管理
を行っている。マイクロチップ自体には、15 桁の数字が記録されているだけで、飼い主の住所・電話番号などの情報は入っ
ていないため、マイクロチップを装着した場合には、飼い主のデーターと照合するためのデータベースへの登録が必要となる。

能性が低く、確実な身分証明となる

マイクロチップを装着し、AIPO* に

登録するといった対策をしておくこ

とで効果を高めることが出来る。

　また、犬の場合、狂犬病予防法に

基づき、鑑札、狂犬病予防注射済票

を飼い犬に装着する義務がある。

（3）ペットが迷子にならないための対策（マイクロチップ等による
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マイクロチップとは？

● マイクロチップには、15 桁の数字（個体識別番号）が記録され、マ

　 イクロチップリーダー（読取器）をあてると、その数字が表示される。

　 個体識別番号に関連づけられた飼い主情報を確認することで、飼い

　 主を特定する。

● 直径２mm、長さ12mm 程度の円筒型で、動物の首の皮膚の下に専用

　 注射器で挿入するもの。

● 一度装着すれば、首輪や迷子札のように外れて落ちたりする心配が

　 少なく、より確実な身元証明になる。　

● マイクロチップを装着した後は、必ず AIPO にマイクロチップ番号や

    連絡先などの登録手続を行い、転居等で登録情報が変更した場合は、

　 変更手続きを行う必要がある。

上、右上：マイクロチップリーダー
右下：マイクロチップ

　避難先においてペットの飼育に必

要なものは、基本的には飼い主が用

意しておくべきである。

　避難指示等が出た場合、安全に避

難場所まで避難できるように、リー

ドやキャリーバック等の避難用品を

準備しておく必要がある。

　また、ライフラインの被害や緊急

避難などに備え、ペットの避難に必

要な物資の備蓄を行い、避難が必要

な場合は、一緒に持ち出せるように

しておく。避難所等にペット用の救

援物資が届くまでには時間がかかる

場合があるので、少なくとも５日分（で

きれば 7 日分以上が望ましい。）は

用意しておくとよい。特に、療法食

等の特別食を必要としているペット

の場合は、さらに長期間分の用意が

必要である。

　備蓄品には優先順位を付け、優先

度の高いものは避難時にすぐに持ち

出せるようにし、人の避難用品とと

もに保管する。

（4）ペット用の避難用品や備蓄品の確保

◎ペットを避難させるために必要な避難用品の例
  犬の場合　

　● 首輪とリード（小型犬などはリードを付けた上でキャリーバックに入れ

　 るのもよい）

  猫の場合　

　● キャリーバックやケージ（キャリーバックなどの扉が開かないように、

　　ガムテープなどで周囲を固定するとよい）
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● マイクロチップには、15 桁の数字（個体識別番号）が記録され、マ

　 イクロチップリーダー（読取器）をあてると、その数字が表示される。

　 個体識別番号に関連づけられた飼い主情報を確認することで、飼い

　 主を特定する。

● 直径２mm、長さ12mm 程度の円筒型で、動物の首の皮膚の下に専用

　 注射器で挿入するもの。

● 一度装着すれば、首輪や迷子札のように外れて落ちたりする心配が

　 少なく、より確実な身元証明になる。　

● マイクロチップを装着した後は、必ず AIPO にマイクロチップ番号や

    連絡先などの登録手続を行い、転居等で登録情報が変更した場合は、

　 変更手続きを行う必要がある。

上、右上：マイクロチップリーダー
右下：マイクロチップ

　避難先においてペットの飼育に必

要なものは、基本的には飼い主が用

意しておくべきである。

　避難指示等が出た場合、安全に避

難場所まで避難できるように、リー

ドやキャリーバック等の避難用品を

準備しておく必要がある。

　また、ライフラインの被害や緊急

避難などに備え、ペットの避難に必

要な物資の備蓄を行い、避難が必要

な場合は、一緒に持ち出せるように

しておく。避難所等にペット用の救

援物資が届くまでには時間がかかる

場合があるので、少なくとも５日分（で

きれば 7 日分以上が望ましい。）は

用意しておくとよい。特に、療法食

等の特別食を必要としているペット

の場合は、さらに長期間分の用意が

必要である。

　備蓄品には優先順位を付け、優先

度の高いものは避難時にすぐに持ち

出せるようにし、人の避難用品とと

もに保管する。

（4）ペット用の避難用品や備蓄品の確保

◎ペットを避難させるために必要な避難用品の例
  犬の場合　

　● 首輪とリード（小型犬などはリードを付けた上でキャリーバックに入れ

　 るのもよい）

  猫の場合　

　● キャリーバックやケージ（キャリーバックなどの扉が開かないように、

　　ガムテープなどで周囲を固定するとよい）
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◎ペット用の備蓄品と持ち出す際の優先順位の例

 優先順位１　常備品と飼い主やペットの情報

　● 療法食、薬

　● フード、水（少なくとも５日分［できれば 7 日分以上が望ましい］）　　  

　● 予備の首輪、リード（伸びないもの）

　● 食器

　● ガムテープ（ケージの補修など多用途に使用可能）

　● 飼い主の連絡先とペットに関する飼い主以外の緊急連絡先・預かり

　 先などの情報

　● ペットの写真（携帯電話に画像を保存することも有効）

　● ワクチン接種状況、既往症、健康状態、かかりつけの動物病院など

　 の情報　

　 優先順位2　ペット用品

　● ペットシーツ

　● 排泄物の処理用具

　● トイレ用品（猫の場合は使い慣れたトイレ砂）

　● タオル、ブラシ

　● おもちゃ

　● 洗濯ネット（猫の場合）など

　震災初期にはペット用の救援物資を運ぶ車両が緊急車両として認め

られず、ガソリン不足も加わり救援物資がすぐに届かなかったという報

告もある。

東日本大震災での事例
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ペット用備蓄品（犬用）の例

ペット用備蓄品（猫用）の例

ペット用備蓄品保管袋に付けられた個体情報の例
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　● トイレ用品（猫の場合は使い慣れたトイレ砂）
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　● 洗濯ネット（猫の場合）など
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　飼い主は、避難指示等が出た場

合に備え、住んでいる地域の防災

計画や自治体の広報誌、ウェブサイ

ト等で災害時の避難所の所在地や

避難ルートを確認しておく。

　また、避難所にペットを連れて行

く際の注意事項も、あらかじめ管

轄の自治体に確認しておく。

　実際に家族でペットを連れて避難

所へ行く訓練を行い、所要時間や危

険な場所等をチェックしておくことで、

より安全に避難することができる。

　また、地域で災害対策の会合や避

難訓練を行うときなどに、ペットを

連れて避難する方法を地域住民で話

し合っておくことが望ましい。

　さらに、普段から近隣住民と良好

な関係を築けるよう、コミュニケー

ションや飼育マナーに気を配るとと

もに、万が一の時にお互いに助け合

えるよう、飼い主同士や近隣住民と

防災について話し合っておくことも

必要である。

　避難所への避難以外にも、親戚

や友人など、ペットの一時預け先も

探しておくことが望ましい。

（5）避難所や避難ルートの確認等

  ◎避難訓練でのチェックポイント
　 ● 避難所までの所要時間

　 ● ガラスの破損や看板落下などの危険な場所

　 ● 通行できないときの迂回路

　 ● 避難所でのペットの反応や行動

　 ● 避難所での動物が苦手な人への配慮

　 ● 避難所での飼育環境の確認

仙台市
　平成 17 年より毎年 6 月 12 日に地域の防災訓練を実施している。
その際には仙台市獣医師会とボランティアによるペットとの同行避難
と動物救護所設営運用訓練も実施されている。

地域の避難訓練の事例

防災訓練におけるペット同行避難訓練の様子（仙台市）
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その際には仙台市獣医師会とボランティアによるペットとの同行避難
と動物救護所設営運用訓練も実施されている。

地域の避難訓練の事例

防災訓練におけるペット同行避難訓練の様子（仙台市）
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34 35

　もし、災害が発生した時は、まず

自分の身の安全を第一とし、落ち着

いて自分とペットの安全を確保する。

突然の災害で、ペットもパニックに

なり、いつもと違う行動をとること

があるので、ペットを落ち着かせる

とともに、逸走やケガなどに気をつ

ける。その際、リードをつけたり、ケー

ジに入れるなどして、ペットの安全

に配慮する。

  犬の場合
 ● リードを付け、首輪が緩んでいないか確認する。

　● 小型犬はリードをつけた上で、キャリーバッグやケージに入れるのもよい。

　 猫の場合

　● キャリーバッグやケージに入れる。

 ● キャリーバッグなどの扉が開いて逸走しないようにガムテープなどで

　固定するとよい。

◎同行避難する際の準備の例

　避難をする際には、飼い主はペッ

トと一緒に避難する同行避難が原

則となる。発災時に外出している

などペットと離れた場所にいた場合

は、自分自身の被災状況、周囲の

状況、自宅までの距離、避難指示

等を考えて、飼い主自身によりペッ

トを避難させることが可能かどうか

の判断が必要となる。

　万が一、ペットとはぐれた場合に

は、ペットについての情報や避難時

のペットの状況について、自治体の

動物担当部署、警察等に届ける。

　また、やむを得ずペットと一緒に

避難できず、自宅等に置いてきた場

合には、自治体の動物担当部署に

相談する。

（6）災害時の心がまえ

人とペットの安全確保

ペットとの同行避難

避難所では、周りの人への配慮が必要

　避難所・仮設住宅では、様々な人

が集まり共同生活をするため、動物

との暮らしが苦手な方やアレルギー

の方もいることを認識しなければな

らない。これまでの災害では、ペット

がいることによってつらい避難生活

の中での心の安らぎや支えとなった

という声がある一方、咬傷事故や鳴

き声への苦情、体毛や糞尿処理など

衛生面でトラブルになることもある。

　避難所や仮設住宅では、ペットの

飼育管理は飼い主の責任で行う。衛

生的な管理を行うとともに、飼い主

同士等で周りの人に配慮したルール

を作ることも必要である。

　また、ペットは、ストレスから体調

を崩したり、病気が発生しやすくなる

ため、飼い主はペットの体調に気を

配り、不安を取り除くように努める。

　 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育マナーと健康管理
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＜普及啓発の方法＞

36 37

　飼い主に対して前述の事項を普及啓発するにあたっては、リーフレッ

トの作成やウェブサイトでの公開、公報や回覧板等の活用、研修会の

開催やペット同行も含めた避難訓練の実施など、あらゆる機会を通じて

普及啓発に努める。

● 環境省「備えよう！いつもいっしょにいたいから」

　災害時にペットと一緒に避難するために、普段から備えておくことや、避

難所等で気をつけることなどをまとめた飼い主向けのパンフレット。

→ 環境省：http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2309a.html

　避難所におけるペットの取扱いは様々であり、屋内で飼育が認められて

いる場合やペット専用係留場が設置されている場合、また人とペットが車

中生活するなど避難所により対応は異なっていた。

避難所でのペットの飼育事例（東日本大震災）

ペットとの車中泊（仙台市）

ペット専用係留所で飼育されている様子（岩手県）

屋内で飼育している様子（岩手県県南地域） 人とペットの同居テント（仙台市）
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2 避難所・仮設住宅におけるペットの受け入れ配慮
＜普及啓発の方法＞

38 39

● 新潟県獣医師会「準備しておきたい防災グッズと心構え」
→ 新潟県獣医師会：http://www.niigatakenju.or.jp/05aigo/05pdf/bousai_new.pdf

● 仙台市 「避難訓練の際に配布している災害啓発のチラシ」
仙台市では、避難訓練の際に、災害が起こったときに備えて平常時から飼
い主が準備しておくことについてまとめたチラシを配布している。

　◎ 避難所へのペット受け入れにあたって検討が必要な項目の例
　　● 地域防災計画への、「避難所でのペット受け入れ」に関する記載

　　● 避難所の設置者や管理者との間での、避難所におけるペットの受け

　　　入れに関する取り決めの検討、または要請文書の送付

　　● 避難所でのペット飼育管理マニュアルの作成

　　● 必要な物資の備蓄

　避難所の設置者や管理者は、飼い
主がペットを連れて避難してくること
を想定した対策を取っておくことが
必要である。そのため、避難所を選
定する際に、ペットの飼育場所や飼
育管理のルールについても検討して
おくと、避難所においてペットに起因
した避難者の苦情やトラブルを回避
できる。
　避難所は、動物が苦手な人やアレ
ルギーを持っている人など様々な人

　自治体等では、飼い主がペットと
同行避難する事を前提とし、避難所
における受け入れや仮設住宅におけ
るペットとの同居について、体制を
整備する必要がある。検討すべき事

が共同生活を送っている場所である
ため、ペットの鳴き声や毛の飛散、
臭い等への配慮が必要である。
　これまでの災害時対応では、ペッ
トの飼育場所を別に確保して、人が
生活する場所と分ける方法や、ペット
飼育者とペット非飼育者の生活場所
を分ける方法が採られているが、避
難所の形態や地域における人とペッ
トとの関わり方等を考慮して、地域
に合った方法を検討する必要がある。

項としては、地域防災計画へのペッ
ト受け入れに関する記載や、避難所
及び仮設住宅の設置者や管理者との
調整、必要な支援物資の備蓄方法等
が挙げられる。

（1）避難所におけるペット同行避難者の受け入れ
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38 39

● 新潟県獣医師会「準備しておきたい防災グッズと心構え」
→ 新潟県獣医師会：http://www.niigatakenju.or.jp/05aigo/05pdf/bousai_new.pdf

● 仙台市 「避難訓練の際に配布している災害啓発のチラシ」
仙台市では、避難訓練の際に、災害が起こったときに備えて平常時から飼
い主が準備しておくことについてまとめたチラシを配布している。

　◎ 避難所へのペット受け入れにあたって検討が必要な項目の例
　　● 地域防災計画への、「避難所でのペット受け入れ」に関する記載

　　● 避難所の設置者や管理者との間での、避難所におけるペットの受け

　　　入れに関する取り決めの検討、または要請文書の送付

　　● 避難所でのペット飼育管理マニュアルの作成

　　● 必要な物資の備蓄

　避難所の設置者や管理者は、飼い
主がペットを連れて避難してくること
を想定した対策を取っておくことが
必要である。そのため、避難所を選
定する際に、ペットの飼育場所や飼
育管理のルールについても検討して
おくと、避難所においてペットに起因
した避難者の苦情やトラブルを回避
できる。
　避難所は、動物が苦手な人やアレ
ルギーを持っている人など様々な人

　自治体等では、飼い主がペットと
同行避難する事を前提とし、避難所
における受け入れや仮設住宅におけ
るペットとの同居について、体制を
整備する必要がある。検討すべき事

が共同生活を送っている場所である
ため、ペットの鳴き声や毛の飛散、
臭い等への配慮が必要である。
　これまでの災害時対応では、ペッ
トの飼育場所を別に確保して、人が
生活する場所と分ける方法や、ペット
飼育者とペット非飼育者の生活場所
を分ける方法が採られているが、避
難所の形態や地域における人とペッ
トとの関わり方等を考慮して、地域
に合った方法を検討する必要がある。

項としては、地域防災計画へのペッ
ト受け入れに関する記載や、避難所
及び仮設住宅の設置者や管理者との
調整、必要な支援物資の備蓄方法等
が挙げられる。

（1）避難所におけるペット同行避難者の受け入れ

災
害
に
備
え
た
平
常
時
の

対
策
、
体
制
の
整
備

災
害
に
備
え
た
平
常
時
の

対
策
、
体
制
の
整
備

動物救護対策0722見開き.indd   38-39 13.7.31   1:57:36 PM



40 41

新潟県（新潟県地域防災計画震災編　第 3 章 33 節「愛玩動物の保護対策」）
　新潟県では、地域防災計画に避難所でのペットの受け入れについて

記載している。
● 避難所を設置するに当たり、動物同伴の避難者を受け入れられる施

　設を設置するなど住民が動物と一緒に避難することができるよう配

　慮する。

→新潟県：http://www.pref.niigata.lg.jp/bosaikikaku/1348002103309.html

地域防災計画の記載例

千葉県（「災害時における避難所運営の手引き」第５章　ペット対策）

　千葉県では、各市町村向けに災害発生後における避難所の開設・運営
について、手引きの中で、ペット対策についても言及している。

　● 避難所におけるペット対策の必要性
　● 避難所におけるペット収容の問題点（衛生面、鳴き声等の騒音面、
　　糞尿の処理等、臭い）
　● 避難所におけるペットの効用
　● 避難所におけるペット対策の考え方（収容場所の決定、給餌等の
　　世話に関するルールの決定）
　● 他の支援団体等への要請
  ● ペットの救護活動
　● その他

避難所におけるペットの受け入れ事例（自治体で作成した手引き）

→千葉県：http://www.pref.chiba.lg.jp/bousaik/k/uenei.html
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新潟県（新潟県中越沖地震）　

　新潟県では、ペット同行避難者への対応依頼にかかる文書を発出。

避難所設置主体である市町村の動物担当、防災本部および避難施設管

理責任者に対して被災者のペット同行避難にかかる要望を伝え、家族

の一員であるペットと暮らせるような配慮を求めた。

　具体的には、関係者との話し合いにより、避難施設ごとにペット受け

入れの支障となる要因を一つずつ排除し、県（保健所）によるフォロー

体制をとることでペットの受け入れ体制を整えた。

避難所におけるペットの受け入れ事例（要請文の発出）
　◎仮設住宅へのペット受け入れにあたって検討が必要な項目の例
　　● 地域防災計画への「仮設住宅でのペット受け入れ」に関する記載

　　●  仮設住宅の設置者や管理者との間での、仮設住宅におけるペットの

　　   同居に関する取り決めの検討、または要請文書の送付

　　● 仮設住宅でのペットの飼育ルールに関する検討

　　● ケージ等必要な物資の備蓄

　　　　　　

● 東日本大震災では、被災した自治体及び他自治体からの被災者を受

　 け入れた自治体において、避難所や仮設住宅でのペットの受け入れ

　 に関する方針が無い、または受け入れを認めない自治体もあり、避

　 難所に入れず車両の中でペットと生活する被災者が生じる原因の一

　 つとなった。
● 避難所や仮設住宅の設置主体となった市町村の担当部署と動物愛

　護管理の担当部署との間で、ペットの受け入れに関する取り決めの

　ある自治体が少なく、体制整備が必要であるとの意見があった。

岩手県（東日本大震災）　　

　岩手県災害時動物救護本部は沿岸被災 12 市町村あてに、避難所及

び仮設住宅において家庭動物の飼育を許可する環境を整えるよう要請

文を発出した。

　また、要請があれば、岩手県災害時動物救護本部が動物の飼育に

必要なペットフード、ケージその他の用具についての手配及び飼育管理

に係る指導・助言等について支援を行う旨を併せて連絡した。

仮設住宅におけるペット受け入れ事例（要請文の発出）

東日本大震災での事例

　東日本大震災では、多くの自治体
において仮設住宅でのペットの飼育
を可とする方針が示されたものの、
実際にペットとの同居に結びつかな
かった事例も多数みられた。その理
由として、「他の入居者や仮設住宅
の自治会での承認が得られなかっ
た。」、「仮設住宅での飼育ルールとし
て挙げられた室内飼いの規則にそぐ
わない犬（大型犬、室内に慣れてい
ない犬等）を飼育していた。」等が
あげられることから、地域の飼育状

況に応じた仮設住宅でのペット受け
入れ方針を検討する必要がある。
　これまでの災害時対応では、室内
飼いをペット同居の条件とした例や、
ペット飼育者専用の仮設住宅を設置
した例、仮設住宅の近隣にペット飼
育施設を設置した例があった。
　鳴き声や糞尿等、仮設住宅におい
て想定されるトラブルと地域の状況
を考慮して、仮設住宅でのペットの
飼育ルールを検討する必要がある。

（2） 仮設住宅におけるペットとの同居
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◆ 動物救護体制の整備における検討内容の例
● 現地動物救護本部等の組織体制
● 緊急連絡体制の整備
● 動物病院への協力要請
● 必要な物資の確保、配布
● ボランティアの活用
● 義援金の募集
● 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育支援等
● 保護が必要な動物への対応
● 情報収集・広報活動

　近年増加するペット飼育人口を考

えると、災害が発生した場合、ペッ

トと同行避難する避難者の数は少な

くないと考えられる。こうしたペット

同行の被災者が避難所に避難してき

た際に混乱が生じないように、あら

かじめ自治体内の関係部署はもとよ

り関係機関等と調整し、民間団体の

協力も仰いで、受け入れ時の対応を

検討しておくことが望ましい。

　また、発災直後は、たとえ動物愛

護担当部署であっても被災住民へ

の支援対応に追われる可能性が大き

く、行政のみでは迅速な対応が困難

な場合も十分に考えられる。このよ

うな事態に備え、自治体等は平常時

より関係団体やボランティア等との

連携体制を構築し、初動要員の確保

や被災動物の情報収集が行えるよう

にしておくことが望ましい。またそ

のために、災害時協定や現地動物救

護本部等の設置を含めた役割分担な

ど、災害時の対応を事前に検討して

おくことが望ましい。

　さらに、動物救護施設の設置が

必要となる場合もあるので、あらか

じめ関係機関等と調整して設置場所

（候補地）を選定しておくことが望ま

しい。

　現地動物救護本部等は、災害発生

時に、自治体、地方獣医師会、民間

団体、企業等が連携して動物救護活

動を実施することを目的として設置

される。

　現地動物救護本部等の設置にあ

たっては、地域防災計画で各構成団

体の役割を明記し、あらかじめ災害

時協定を結んでいる場合が多い。実

際に災害が起こると、自治体は被災

者の対応に人員を割かれ、初動対応

が遅れる可能性もあるが、こうした

事前の取り決めにより役割分担を明

確にしておくことで、適切な動物救

護活動を行うことが可能になる。

　また、組織体制については、行政

主体で取り組むケースや、民間団体が

中心となり行政が側面で支えるケー

スなど、地域の実情に応じて動物救

護体制を構築することが望ましい（災

害時協定に関する様式は、資料1を

参照）。

（1）動物救護体制の整備に係る検討
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現地動物救護本部等の組織体制の例

岩手県

　岩手県では、岩手県災害時動物救護本部を設置するとともに、広域

振興局の保健福祉環境部、県獣医師会各支会等に地域支部を配置し、

救護本部を構成するそれぞれの構成団体が役割分担を行い、「被災動物

保護班」、「被災動物医療班」、「被災動物支援班」を編成し、調整、連

携を図りながら動物救護活動を行った。
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現地動物救護本部等の組織体制の例

東京都

　東京都は、平成 12 年に発生した三宅島噴火災害の際は、自ら被災自治

体として動物救護活動にあたった。平成 23 年の東日本大震災では、被災

地から避難してきたペット同行避難者の支援を行っている。

　これらの災害時には、（公社）東京都獣医師会、（社）東京都家庭動物

愛護協会、（公財）日本動物愛護協会、（公社）日本動物福祉協会、（公社）

日本愛玩動物協会の５団体が構成団体となる「動物救援本部（三宅島噴火

災害動物救援本部・東日本大震災東京都動物救援本部）」が設置された。

　東京都はこの動物救援本部を支援する立場から、情報の提供、動物救護

活動の支援及び活動の拠点となる「動物救援センター」の設置等を行った。災
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緊急連絡体制の整備

動物病院への協力要請

必要な物資の確保、配布

現地動物救護本部等の組織体制の例

新潟県

　新潟県では、災害発生時の「動物との同行避難」の方針を示し、避

難所や仮設住宅でのペット受け入れに関する調整を、市町村の避難所

設置・管理担当部署等に対して行い、避難所や仮設住宅でのペットの

飼育支援については、県（保健所）がフォローするということで、受け

入れ体制を整えた。

　体制整備にあたっては、災害時の動物救済本部構成団体として県獣

医師会や地元の動物愛護団体と協力関係を築き、各種の支援を行って

いる。
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厚労省 
農水省 

都道府県 
政令市 

動物救済本部 
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新潟市 

動物愛護協会 

獣医師会 

協

力

要

請  

緊急災害時動物救援本部 

（公財）日本動物愛護協会 

（公社）日本動物福祉協会 

（公社）日本愛玩動物協会 

（公社）日本獣医師会 

支援要請 

緊急支援 

 

愛玩動物の飼い主 
被災動物 
被災市町村 

情
報 

救
援 

連絡 調整 

福島県
　福島県では災害に備え、平成 1８年度からペットの救護に必要な物資の備
蓄を行い、県内 5 箇所の保健所に分散して保管し、災害発生時に、被災地に
配布する体制を整えていた。備蓄していた品目と数量は以下の通り。

ペットフード　　 ドッグフード 　　500kg　 　キャットフード 125kg
ケージ　　　　　　50 台（大 25　小 25）
餌入れ・水入れ　　50 本（大 25　小 25）
首輪 　　　　　　50 本（細 25　太 25）
係留用チェーン　　50 本（細 25　太 25）
動物保護用麻酔薬　セラクタール 500ml　ドミトール 150ml　アンチセダン 150ml
薬浴用水槽　　 ５（500 リットル）

平常時における物資の確保の例

　災害発生時に、現地動物救護本部
等の構成団体・機関及び関係市区町
村等と速やかに連絡調整を行えるよ

う、緊急連絡体制の整備を行い、緊
急連絡網を関係者間で共有しておく
ことが望ましい。

　負傷動物等の応急治療、一時預
かりまたは動物病院を介した譲渡活
動等のため、近接する地方獣医師会
に対して協力を要請するなどを検討
する。
　動物病院への一時預かりの協力要
請は、地方獣医師会と災害時協定を

　平常時より、自治体が設置している
動物愛護センター、保健所等にペット
フード等の備蓄品を用意しておくことが
望ましい。
　災害時に、備蓄品のみでは不足する
場合は、緊急災害時動物救援本部等に
救援物資の配布を要請したり、独自に
救援物資の募集を行い、不足した物資

交わす際に、検討しておくとよい。
　また、施設の設備状況により必要
な治療が行えなかったり、収容動物
が重症の場合等は、近隣の動物病院
へ搬送できるように、連携体制を検
討しておく必要がある。

を調達する必要が生じる。
　備蓄品及び救援物資は、避難所等支
援が必要なところに配布するとともに、
在庫管理を行う。その際、届いた救援
物資は仕分けされていない場合も多い
ことから、あらかじめ仕分け作業を効
率的に行う方法等を検討しておく。
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緊急連絡体制の整備

動物病院への協力要請

必要な物資の確保、配布

現地動物救護本部等の組織体制の例
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飼育支援については、県（保健所）がフォローするということで、受け

入れ体制を整えた。

　体制整備にあたっては、災害時の動物救済本部構成団体として県獣

医師会や地元の動物愛護団体と協力関係を築き、各種の支援を行って
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薬浴用水槽　　 ５（500 リットル）

平常時における物資の確保の例

　災害発生時に、現地動物救護本部
等の構成団体・機関及び関係市区町
村等と速やかに連絡調整を行えるよ

う、緊急連絡体制の整備を行い、緊
急連絡網を関係者間で共有しておく
ことが望ましい。

　負傷動物等の応急治療、一時預
かりまたは動物病院を介した譲渡活
動等のため、近接する地方獣医師会
に対して協力を要請するなどを検討
する。
　動物病院への一時預かりの協力要
請は、地方獣医師会と災害時協定を

　平常時より、自治体が設置している
動物愛護センター、保健所等にペット
フード等の備蓄品を用意しておくことが
望ましい。
　災害時に、備蓄品のみでは不足する
場合は、緊急災害時動物救援本部等に
救援物資の配布を要請したり、独自に
救援物資の募集を行い、不足した物資

交わす際に、検討しておくとよい。
　また、施設の設備状況により必要
な治療が行えなかったり、収容動物
が重症の場合等は、近隣の動物病院
へ搬送できるように、連携体制を検
討しておく必要がある。

を調達する必要が生じる。
　備蓄品及び救援物資は、避難所等支
援が必要なところに配布するとともに、
在庫管理を行う。その際、届いた救援
物資は仕分けされていない場合も多い
ことから、あらかじめ仕分け作業を効
率的に行う方法等を検討しておく。
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　ボランティアの活用

　動物救護活動を円滑に行うために

は、現地動物救護本部等を始め関

係機関・団体の協力以外にボランティ

アの応援が必要となる。そのため、

現地動物救護本部等は、自治体また

は自らが行う救護活動の内容を十分

に把握し、ボランティアへの協力依

頼方法や活用方法をあらかじめ検討

しておく。

千葉県

　千葉県では、千葉県災害時動物救護活動ボランティアの登録を実施

していたことで、被災動物への動物救護に関する協力依頼を行うこと

ができた。

　千葉県災害時動物救護活動ボランティアは事前に動物の適正な飼育

や災害時の活動などについて講習を受講しており、講習会を受講する

と千葉県災害時動物救護活動ボランティア登録証が交付される。活動

に従事する時は登録証を携帯しなければならないとしている。

　また、千葉県は、千葉県動物救護本部ボランティアも募集し人材の

確保をした。千葉県動物救護本部ボランティアについては、県衛生指

導課でボランティア協力者を把握して、協力が必要な場合には直接交

渉し被災動物の一時預かり及び世話を依頼することとしていた。

ボランティア募集の例

千葉県災害時動物救護活動ボランティア登録証

千葉県動物救護本部ボランティア登録要領（左）と登録用紙（右）

　動物救護活動に必要な資金は、主
に義援金を活用する場合が多いこと
から、自治体等は義援金の募集方法

　飼い主が避難所や仮設住宅におい
て適正な飼育管理を行えるように、

避難所・仮設住宅におけるペットの飼育支援等

等を検討し、寄付者にわかり易い表
現で使用目的を明示して募集を行う
ことが望ましい。

自治体等は次のような支援や指導な
どを検討しておく。

● 避難所や仮設住宅におけるペットの飼育状況や必要な支援等の情報収集
● 避難所や仮設住宅でのペットの適正な飼育等の指導
● ペットの飼育・健康相談の受付
● ペットフード、ケージ等のペット用品の提供・貸与

◆検討内容の例

義援金の募集

 2

参考様式２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参考様式３

 災害時動物救護に係る対応要員名簿
　［獣医師会関係］
番号獣医師の別 支部名 氏名 住所 活動範囲 電話番号 携帯番号 備考

　［ボランティア関係］
番号獣医師の別 支部名 氏名 住所 活動範囲 電話番号 携帯番号 備考

 

千葉県災害時動物救護活動 
ボランティア登録証 

 

  氏名 

        平成  年  月  日 
 

千葉県 

Ａ７版 

千葉県動物救護本部ボランティア登録要領 
        
１  目 的 
東日本大震災の被災者及び被災動物への支援のため、動物救護活動に係るボラ

ンティアを受け付け、その登録及び活動について必要な事項を定める。  
 
２  登録実施団体  
 千葉県動物救護本部（ 以下「 本部」という。）  
 
３  名称及び登録期間  
 ボランティアの名称は「 千葉県動物救護本部ボランティア」（ 以下「 ボランテ
ィア」という。）とし、登録期間は、登録日から平成 24 年 3 月 31日までとする。  
 
４  活動内容  
（ １） 動物の一時預かり  
（ ２） 避難所での動物の世話  
（ ３） その他、本部が必要と認めたもの  

 
５  登録方法  
（ １） 登録を希望する団体・ 個人は、別紙「 動物救護本部ボランティア登録

用紙」に必要事項を記載し、本部事務局まで、電話、ファクシミリ、イ
ンターネットメール等で届け出るものとする。  

（ ２） 本部事務局は、登録用紙により必要事項を把握したうえでボランティ
ア登録を行う。  

 
６  活動の依頼  
 本部事務局は、登録用紙に記載された情報と被災動物等の情報を照合し、ボラ
ンティアとの調整を行ったうえで、活動を依頼する。  
 
７  ボランティア活動保険への加入  
 本部は、ボランティアを登録するにあたり、ボランティア活動保険に加入する。 
 
８  個人情報の管理  
登録された個人情報等は、ボランティア活動に関する情報提供のみに使用する。 

 
 

 1

ボランティア登録用紙 

受付№  
□一般ボランティア   
□一時保管ボランティア 
 
受付日 平成   年   月   日 受付者  
［ 申込者］ 

氏 名 
                  年齢  才  男・女 
 

現住所  

職 業  

連絡先 
電話             携帯電話 
その他 

緊急時 
連絡先 

氏名               続柄 
住所               電話 

 
［ 活動可能予定日等］ 
期 間   平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
曜 日 日 月 火 水 木 金 土 
時間帯    時  ～  時 

 
［ 希望活動内容］一般ボランティア 
被災動物の世話 給餌、運動、手入れ、清掃・消毒、健康チェックなど  
施設の運営維持 作業衣の洗濯・補修、施設・設備の拡充・補修など  
事務管理 被災動物の飼育者との連絡調整、ボランティアとの連絡調整 
その他  
 
［ 一時保管］一時保管ボランティア 
保管の場所  
動物の種類 犬、ねこ、その他（          ） 
保管可能頭数      頭 
保管方法  
 
 

参考様式１  

（ その他） 
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　ボランティアの活用

　動物救護活動を円滑に行うために

は、現地動物救護本部等を始め関

係機関・団体の協力以外にボランティ

アの応援が必要となる。そのため、

現地動物救護本部等は、自治体また

は自らが行う救護活動の内容を十分

に把握し、ボランティアへの協力依

頼方法や活用方法をあらかじめ検討

しておく。

千葉県

　千葉県では、千葉県災害時動物救護活動ボランティアの登録を実施

していたことで、被災動物への動物救護に関する協力依頼を行うこと

ができた。

　千葉県災害時動物救護活動ボランティアは事前に動物の適正な飼育

や災害時の活動などについて講習を受講しており、講習会を受講する

と千葉県災害時動物救護活動ボランティア登録証が交付される。活動

に従事する時は登録証を携帯しなければならないとしている。

　また、千葉県は、千葉県動物救護本部ボランティアも募集し人材の

確保をした。千葉県動物救護本部ボランティアについては、県衛生指

導課でボランティア協力者を把握して、協力が必要な場合には直接交

渉し被災動物の一時預かり及び世話を依頼することとしていた。

ボランティア募集の例

千葉県災害時動物救護活動ボランティア登録証

千葉県動物救護本部ボランティア登録要領（左）と登録用紙（右）

　動物救護活動に必要な資金は、主
に義援金を活用する場合が多いこと
から、自治体等は義援金の募集方法

　飼い主が避難所や仮設住宅におい
て適正な飼育管理を行えるように、

避難所・仮設住宅におけるペットの飼育支援等

等を検討し、寄付者にわかり易い表
現で使用目的を明示して募集を行う
ことが望ましい。

自治体等は次のような支援や指導な
どを検討しておく。

● 避難所や仮設住宅におけるペットの飼育状況や必要な支援等の情報収集
● 避難所や仮設住宅でのペットの適正な飼育等の指導
● ペットの飼育・健康相談の受付
● ペットフード、ケージ等のペット用品の提供・貸与

◆検討内容の例

義援金の募集
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登録された個人情報等は、ボランティア活動に関する情報提供のみに使用する。 
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受付日 平成   年   月   日 受付者  
［ 申込者］ 

氏 名 
                  年齢  才  男・女 
 

現住所  

職 業  

連絡先 
電話             携帯電話 
その他 

緊急時 
連絡先 

氏名               続柄 
住所               電話 

 
［ 活動可能予定日等］ 
期 間   平成  年  月  日 ～ 平成  年  月  日 
曜 日 日 月 火 水 木 金 土 
時間帯    時  ～  時 

 
［ 希望活動内容］一般ボランティア 
被災動物の世話 給餌、運動、手入れ、清掃・消毒、健康チェックなど  
施設の運営維持 作業衣の洗濯・補修、施設・設備の拡充・補修など  
事務管理 被災動物の飼育者との連絡調整、ボランティアとの連絡調整 
その他  
 
［ 一時保管］一時保管ボランティア 
保管の場所  
動物の種類 犬、ねこ、その他（          ） 
保管可能頭数      頭 
保管方法  
 
 

参考様式１  

（ その他） 
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仙台市動物管理センター

52 53

　災害時は、飼い主とはぐれたペット、

負傷動物等の救護や、動物救護施設

等での飼育管理を行いながら、元の

飼い主への返還、新しい飼い主への

譲渡等を行う必要がある。また、飼

い主自身が飼育管理を行えない場合

は、一時預かりを行う必要がある。

　飼い主と連絡が取れない場合や飼

い主が飼育できない状況等も想定

し、関係団体と連携し一時預かりや

新たな飼い主への譲渡が可能な体制

整備について検討しておく。

　また、譲渡対象となる動物の多く

は成犬、成猫であるため、対象動物

　現地動物救護本部等は、当該災害

の状況や被災動物の状況について、

被災地域の市区町村や災害対策本部

等、関係者等から速やかに情報の収

保護が必要なペットへの対応

情報収集・広報活動

● 負傷動物の救護

● 放浪動物の保護・収容

● 飼い主からの依頼に基づく一時預かり

● 飼い主への返還

● 新しい飼い主への譲渡

◆ 検討内容の例

が多くなるほど、譲渡活動が困難な

場合が考えられる。これまでの災害

においても、飼い主への返還、新し

い飼い主への譲渡を進めることが動

物救護活動を終息させる一つの基準

になることから、自治体または現地

動物救護本部等は、積極的な譲渡に

係る広報活動を行うとともに、動物

病院、動物愛護団体、近隣自治体、

近隣の地方獣医師会等幅広い協力

が得られるよう、連携体制を整える

必要がある。このため、以下につい

て検討しておく。

集を行うとともに、飼い主等に対し

て、適宜、情報提供を行う必要があ

るため、情報の収集、提供方法を検

討しておく。

動物救護施設の形態

●既存の施設を利用した例
仙台市（東日本大震災）
　仙台市では、仙台市動物管理センターや動物病院などの既存の施設
で負傷動物や逸走動物の保護・収容を行ったため、新たな動物救護施
設の設置にまでは到らなかった。

　災害時に、飼い主からの一時預か
りや負傷動物の治療、保護・収容し
た放浪動物等の飼育管理などを一定
の期間行う場合に、動物救護施設の
設置が必要となる場合がある。
　動物救護施設は、設置、運営、撤
収にかかる費用や、設置までの各種
調整に要する時間等を考えると、災
害時も飼い主とペットが一緒にいるこ
とができる環境を整えた方が、費用・
労力の面で負担を軽くすることがで
きる。そのため、動物救護施設の設
置にあたっては、災害の規模や被災
動物の収容状況を考慮しつつ、まず
は、動物愛護センター等既存の施設
を救護活動の拠点とし、収容限界を

超える場合は、地域の状況に応じて、
一時預かりや譲渡の受け入れ先とし
て動物病院やボランティアの協力を得
ながら活動を行える体制を検討する。
　また、動物救護施設の増設または
新設が必要となった場合、動物救護
活動を続けながら、迅速に候補地や
施設を見つけることは困難を極める。
特に、災害の規模が大きいほど、既
存施設は人の避難所や仮設住宅とし
て優先的に使用される可能性がある
ことから、ますます厳しくなることが
予想される。そのため、動物救護施
設の設置候補地は、ライフライン等
も含め、あらかじめ関係機関等と調
整して、選定しておくことが望ましい。

（2）動物救護施設の設置に係る検討
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1 初動対応

宮城県災害動物保護センター

いわき市ペット保護センター

54 55

●新たに場所を選定し設置した例

いわき市（東日本大震災）

　いわき市では、民有地を借り上げ、いわき市ペット保護センターを設
置した。他市から避難した被災者のペットも受け入れ、飼育管理は飼い
主とボランティアにより実施している。

動物救護施設の形態

●既存施設の敷地内に設置した例

宮城県（東日本大震災）

　宮城県では、宮城県動物愛護センター敷地内のドッグランの場所

に、新たに県災害動物保護センターを設置し、保護された動物の収

容を行った。

災害発生時の動物救護対策3

● 現地動物救護本部等の設置
● 被災状況、避難状況等の情報収集
● 備蓄品の配布や救援物資の受け入れ準備
● 緊急災害時動物救援本部等への支援要請
● 避難所への獣医師、ボランティア等の派遣協力要請
● ボランティアの募集
● 義援金の募集

◆ 現地動物救護本部等の設置及び初動対応の例

　避難指示が出された際に都道府

県等は、避難誘導を行う市区町村担

当部署と連携して、ペットの飼い主

に対して、人の安全を確保した上で、

ペットを連れて避難するよう呼びか

け等を行う。避難所によりペットの

受け入れが不可の場合は、ペット受

け入れ可の避難所への避難指示につ

いても可能な限り行う。

　避難所に避難してきたペット同行

避難者に対し、避難所管理者等は、

ペットの飼育場所、飼育ルール等に

ついて指導を行う。

（1）ペット同行避難者等への対応

（2）現地動物救護本部等の設置及び初動対応

　災害が発生した際には、災害の規

模や被災状況等を勘案して、自治体・

地方獣医師会等が現地動物救護本

部等設置の要否を判断する。現地動

物救護本部等の構成団体（自治体、

地方獣医師会、民間団体、企業等）は、

連携して動物救護活動を実施する。
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（1）ペット同行避難者等への対応

（2）現地動物救護本部等の設置及び初動対応

　災害が発生した際には、災害の規

模や被災状況等を勘案して、自治体・

地方獣医師会等が現地動物救護本

部等設置の要否を判断する。現地動
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56 57

　現地動物救護本部等を設置した場

合、自治体または現地動物救護本部

長は、速やかに構成団体に通知し、

初動要員の確保などを要請する。各

構成団体は、各団体と連携し、あら

かじめ決めておいた各団体の役割に

沿って動物救護活動に当たる（現地

動物救護本部等設置要綱に関連する

様式は、資料 2 を参照）。

　
　現地動物救護本部等は、被災市

区町村や災害対策本部等から被災状

況や避難所の設置の有無、数、場所

等の設置状況を確認するとともに、

各避難所でのペット同行避難者の避

難状況等の情報収集を行う。その際、

緊急連絡網も活用し、できる限りの

情報収集に努めるものとする。

被災状況、避難状況等の情報収集

仙台市被災動物救護対策本部の看板

現地動物救護本部等の設置

避難所での情報掲示板（岩手県県南地域）
迷子動物やペットの支援に関する情報なども掲示されている

　平常時より、自治体が設置してい
る動物愛護センター、保健所等に配
備したペットフード等の備蓄品の保
管状況を確認し、避難所等への配布
計画を立てる。また、構成団体等と
連携を図りながら得られた情報をも
とに、必要に応じた分配を行う。

　自治体や現地動物救護本部等は、
緊急災害時動物救援本部への支援
要請を行う。支援要請に当たっては、
被災動物の種類・数及び被災状況と
必要な物資の種類・量等をある程度
把握しておくことが望ましい。発災
後の混乱で情報収集が進んでいない

　また、災害対応が長期化するおそ
れがある場合は、あらかじめ検討し
ておいた、届いた物資の保管場所、
中継地点の確保、輸送方法等を参考
に、救援物資の募集、受け入れ準備
を行う。

場合は、優先順位の高いものや不足
が予想されるものを整理し、緊急災
害時動物救援本部に要請するととも
に、速やかに、情報収集体制を整え
る。また、物資支援等の内容につい
て飼い主をはじめとした住民への周
知を図る。

備蓄品の配布や救援物資の受け入れ準備

緊急災害時動物救援本部への支援要請

緊急災害時動物救援本部による救援物資の発送作業

  

避難所への配布（岩手県獣医師会）救援物資（仙台市動物管理センター）
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情報収集に努めるものとする。

被災状況、避難状況等の情報収集
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　平常時より、自治体が設置してい
る動物愛護センター、保健所等に配
備したペットフード等の備蓄品の保
管状況を確認し、避難所等への配布
計画を立てる。また、構成団体等と
連携を図りながら得られた情報をも
とに、必要に応じた分配を行う。

　自治体や現地動物救護本部等は、
緊急災害時動物救援本部への支援
要請を行う。支援要請に当たっては、
被災動物の種類・数及び被災状況と
必要な物資の種類・量等をある程度
把握しておくことが望ましい。発災
後の混乱で情報収集が進んでいない

　また、災害対応が長期化するおそ
れがある場合は、あらかじめ検討し
ておいた、届いた物資の保管場所、
中継地点の確保、輸送方法等を参考
に、救援物資の募集、受け入れ準備
を行う。

場合は、優先順位の高いものや不足
が予想されるものを整理し、緊急災
害時動物救援本部に要請するととも
に、速やかに、情報収集体制を整え
る。また、物資支援等の内容につい
て飼い主をはじめとした住民への周
知を図る。

備蓄品の配布や救援物資の受け入れ準備

緊急災害時動物救援本部への支援要請

緊急災害時動物救援本部による救援物資の発送作業

  

避難所への配布（岩手県獣医師会）救援物資（仙台市動物管理センター）
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　自治体や現地動物救護本部等は、
独自にボランティア登録制度を設け
ている場合、登録リストを基に登録
者に協力要請を行う。
　ボランティアを募集する場合は、
協力が必要な活動内容、必要な人材
とその人数、活動場所・期間等を整
理し、募集を開始する。
　動物愛護団体等の民間団体が動物
救護活動を行う場合も、可能な限り、
自治体や現地動物救護本部等が募集
するボランティアに登録するよう、呼
びかける。

ボランティアの募集

　自治体や現地動物救護本部等は、
被災動物の治療が必要な場合、地方
獣医師会に獣医師の派遣を、避難所
の数や被災動物が多い場合には構
成団体等にボランティアの派遣を協

力要請する。
　協力要請に当たっては、あらかじ
め被災地周辺の安全確認、人員体
制、活動内容、持参物資リスト等を
把握した上で行う。

避難所への獣医師、ボランティア等の派遣協力要請

避難所での訪問診断（岩手県獣医師会） 避難所でのペット健康相談（郡山市獣医師会）　

動物救護施設におけるボランティア
ミーティング（福島県）

　自治体や現地動物救護本部等は、
災害の規模、被災状況、動物の被災
状況等を考慮して、活動開始後必要
に応じて義援金の募集を開始する。

義援金の募集

義援金募集等の公告（左上）とＰＲを兼ねた貯金箱（右上・下）
（福島県動物救護本部） 

集まった義援金は適切に管理し、必
要な支援に活用する。義援金の使途
は、必ず、ウェブサイト等で公表する。

福島県
● 福島県動物救護本部では、義援金募集の公告の他に、PR を兼ねた
　貯金箱の飾りをウェブサイトで提供している。
● 被災した南相馬市の障害者支援施設と提携し、障害者支援施設で作
　成されたチャリティー缶バッチを販売している。売り上げは障害者
　支援と被災動物の飼育に係る費用の双方に充当する。

これまでの災害での事例
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要な支援に活用する。義援金の使途
は、必ず、ウェブサイト等で公表する。

福島県
● 福島県動物救護本部では、義援金募集の公告の他に、PR を兼ねた
　貯金箱の飾りをウェブサイトで提供している。
● 被災した南相馬市の障害者支援施設と提携し、障害者支援施設で作
　成されたチャリティー缶バッチを販売している。売り上げは障害者
　支援と被災動物の飼育に係る費用の双方に充当する。
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避難所におけるペットの飼育方法の決定

● 避難所におけるペットの飼育方法の決定
● 避難所でのペットの適正飼育の指導
● 動物相談窓口の設置及び運営
● 必要な物資の支援
● ボランティアの受け入れ、配置、役割分担
● 獣医師によるペットの健康チェック

◆ 避難所におけるペット同行避難者の受け入れのための対応例
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埼玉県（東日本大震災）
　埼玉県加須市では、「旧騎西高校」を避難所として、福島県双葉町
の住民約 1,400 人を受け入れた。動物愛護団体、動物愛護推進員、双
葉町役場関係者、加須市及び埼玉県の連携により、敷地内の弓道場を
利用してペット専用の飼育施設を設置したほか、動物愛護団体の善意
により施設内にエアコンが整備された。

「旧騎西高校」敷地内の弓道場を利用したペット専用の飼育施設

　ペット同行避難者が避難してきた

後は、決められた飼育場所で、飼い

主自身が飼育管理を行うことが原則

となる。

　様々な人やペットが共同生活を送

る避難所においては、ペットに起因

　避難所の管理者等や現地動物救

護本部等は、避難所の形態、ペット

同行避難者及びペットの数、季節・

気候等を考慮して、避難所（避難所

敷地内）におけるペットの飼育スペー

スや飼育方法を決定する。

　飼育スペースの決定に当たっては、

ペットを飼育していない避難者との

動線が交わらないよう配慮すること

したトラブルが発生しないよう、ま

ずは飼い主が適正な飼育に努めるこ

とが重要であり、避難所の管理者等

や現地動物救護本部等は、その適正

飼育を支援する。

で、ペットに関する苦情やトラブルを

軽減することが可能となる。

　また、犬は集団になると連鎖して

吠える習性を持つが、その状況下に

限らず、犬と猫等の動物がひと所で

生活することは、ストレスを増大さ

せてしまう原因となるため、可能な

限り、犬と猫等の動物は区分して飼

育できることが望ましい。

（1）避難所におけるペット同行避難者の受け入れ

2 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育 避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

　人とペットの居住場所を区別する方法としては、「避難所内の一角
をペット飼育用スペースとする方法」や、「避難所敷地内にプレハブ等
を設置してペット飼育用スペースとする方法」等がある。
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埼玉県（東日本大震災）
　埼玉県加須市では、「旧騎西高校」を避難所として、福島県双葉町
の住民約 1,400 人を受け入れた。動物愛護団体、動物愛護推進員、双
葉町役場関係者、加須市及び埼玉県の連携により、敷地内の弓道場を
利用してペット専用の飼育施設を設置したほか、動物愛護団体の善意
により施設内にエアコンが整備された。

「旧騎西高校」敷地内の弓道場を利用したペット専用の飼育施設

　ペット同行避難者が避難してきた

後は、決められた飼育場所で、飼い

主自身が飼育管理を行うことが原則

となる。

　様々な人やペットが共同生活を送

る避難所においては、ペットに起因

　避難所の管理者等や現地動物救

護本部等は、避難所の形態、ペット

同行避難者及びペットの数、季節・

気候等を考慮して、避難所（避難所

敷地内）におけるペットの飼育スペー

スや飼育方法を決定する。

　飼育スペースの決定に当たっては、

ペットを飼育していない避難者との

動線が交わらないよう配慮すること

したトラブルが発生しないよう、ま

ずは飼い主が適正な飼育に努めるこ

とが重要であり、避難所の管理者等

や現地動物救護本部等は、その適正

飼育を支援する。

で、ペットに関する苦情やトラブルを

軽減することが可能となる。

　また、犬は集団になると連鎖して

吠える習性を持つが、その状況下に

限らず、犬と猫等の動物がひと所で

生活することは、ストレスを増大さ

せてしまう原因となるため、可能な

限り、犬と猫等の動物は区分して飼

育できることが望ましい。

（1）避難所におけるペット同行避難者の受け入れ

2 避難所・仮設住宅におけるペットの飼育 避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

　人とペットの居住場所を区別する方法としては、「避難所内の一角
をペット飼育用スペースとする方法」や、「避難所敷地内にプレハブ等
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新潟市避難所のペット用避難施設（新潟市西総合スポーツセンター）

避難所のペット収容施設（郡山市）

避難所の状況（大船渡市）

新潟県（東日本大震災）
● 新潟市西総合スポーツセンターのゲートボール場をペット用避難施 

   設として利用した。
●  ペット飼育スペースを区分し、ペット用避難施設の設置、犬の係留、

  ケージ内飼育、飼育環境の清掃等を飼育条件とすることで、ペット

  を飼育していない避難者のストレスにならないよう配慮した。

郡山市（東日本大震災）

　郡山市では、避難所敷地内にペット専用施設を建設し、人と動物
のスペースを区分することにより、ペットと一緒に生活したい飼い主
とペットを飼育していない避難者の双方に配慮した。

いわき市（東日本大震災）

　スペースの確保できる避難所（学校の教室など）では、ペット飼育者と

非飼育者の生活スペースを教室毎に分ける等の区分を行った。

大船渡市（東日本大震災）

　ペットと避難者が同じ空間で生活する体育館等の避難所では、非飼育

者からペットの臭い、鳴き声、被毛の洗濯物への付着に関する苦情があっ

た。そのため、避難所内に仕切り板を

設置し、飼育者と非飼育者の住み分け

を行った。また、ドーム型テントを利

用して生活スペースを空間的に区分す

る等の対応を行った。

避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

避難所における対応事例（飼育者と非飼育者との空間的区分）

避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）
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新潟市避難所のペット用避難施設（新潟市西総合スポーツセンター）

避難所のペット収容施設（郡山市）

避難所の状況（大船渡市）

新潟県（東日本大震災）
● 新潟市西総合スポーツセンターのゲートボール場をペット用避難施 

   設として利用した。
●  ペット飼育スペースを区分し、ペット用避難施設の設置、犬の係留、

  ケージ内飼育、飼育環境の清掃等を飼育条件とすることで、ペット

  を飼育していない避難者のストレスにならないよう配慮した。

郡山市（東日本大震災）

　郡山市では、避難所敷地内にペット専用施設を建設し、人と動物
のスペースを区分することにより、ペットと一緒に生活したい飼い主
とペットを飼育していない避難者の双方に配慮した。

いわき市（東日本大震災）

　スペースの確保できる避難所（学校の教室など）では、ペット飼育者と

非飼育者の生活スペースを教室毎に分ける等の区分を行った。

大船渡市（東日本大震災）

　ペットと避難者が同じ空間で生活する体育館等の避難所では、非飼育

者からペットの臭い、鳴き声、被毛の洗濯物への付着に関する苦情があっ

た。そのため、避難所内に仕切り板を

設置し、飼育者と非飼育者の住み分け

を行った。また、ドーム型テントを利

用して生活スペースを空間的に区分す

る等の対応を行った。

避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）

避難所における対応事例（飼育者と非飼育者との空間的区分）

避難所における対応事例（人とペットの居住場所を区別する方法）
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＜車中避難について＞
　これまでの災害では、避難所にペットを入れられないため、自家用

車の中で人とペットが一緒に生活する事例もみられた。車内のように

狭い空間で長時間じっとしていると、人が「エコノミークラス症候群」

になる危険性があったり、夏の場合は、人もペットも「熱中症」にな

るおそれがあるため、十分に注意が必要である。

これまでの災害での事例

避難所での飼育ルール（仙台市）

避難所でのペットの適正飼育の指導

　避難所でのペット飼育に起因した

苦情やトラブルの原因として、鳴き

声、におい、毛の飛散、糞の放置等

が挙げられる。避難所で、人とペッ

トが秩序ある共同生活を営むため、

飼い主自身が適正飼育に努めるとと

もに、避難所の管理者等や現地動

物救護本部等及びボランティアが連

携して、飼育ルールや衛生管理方法

等について飼い主への指導を行う。

　飼い主は「飼い主の会」を立ち上

げるなどして、飼い主相互に協力し

て、飼育スペースの衛生管理や、ペッ

トの適正な飼育を行うよう促す。　

　また、避難所の管理者等または

現地動物救護本部等は、避難所で

の飼育動物の受付簿等を作成し、飼

育状況を管理することが望ましい。

（受付に関連する様式は資料 3 ～ 4

を参照）。

岩手県（東日本大震災）

　 ペット飼育者の多い避難所では、飼育していない避難者からも理解

されるペット飼育体制を確保するため、「飼い主の会」を設立し各飼育

者が役割を分担した事例もあった。

仙台市（東日本大震災）

　仙台市では、飼育者向けの避難所における飼育ルールを配布した。

避難所における対応事例（ルール・マナー作り）
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◆ 動物相談窓口における対応例

● ペット飼育用品等の救援物資の配布
● ペットの飼育方法、衛生管理方法等に関する助言
● 治療等が必要なペットへの対応
● ワクチン接種、健康管理等の実施
● 行方不明動物の届出受付、行方不明動物の情報収集及び情報提供

動物相談窓口の設置及び運営
　自治体等は、避難所を巡回する以

外に、被災動物に関する支援を行う

相談窓口を設置する場合は、避難住

民が支援を求める場合の連絡先や

避難所における動物の健康相談（郡山市獣医師会）

支援内容を避難所等に掲示する。相

談窓口は、避難所内に短期間設置す

るなどしてもよい。（相談受付に関連

する様式は資料 5 ～ 6 を参照）。

岩手県（東日本大震災）
　岩手県災害時動物救護本部で

は、ペットの保護（一時預かり）

や行方不明動物の照会に関する連

絡先、震災でケガをしたペットの

治療についてなどの様々な相談窓

口となる連絡先を記載したチラシ

を作成し、各避難所に配布した。

避難所における対応事例（相談窓口の設置）
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◆ 仮設住宅におけるペット同行避難者の受け入れのための対応例

● 仮設住宅におけるペットの飼育方法の決定
● 仮設住宅でのペット飼育ルールについて
● 仮設住宅でのペットの適正飼育の指導
● 必要な物資の支援
● ボランティアの受け入れ、配置、役割分担

必要な物資の支援

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担

獣医師によるペットの健康チェック

　避難生活が長くなると、飼い主が

持参してきたペットフード等だけでは

不足する。自治体や現地動物救護本

部等は、避難所への定期的な巡回、

または避難所管理者等から定期的

　自治体や現地動物救護本部等は、

避難所における支援にボランティア

の協力を求める場合は、避難所での

　被災したペットは体調を崩すこと

が多い。また被災住民は獣医師の診

察を受けることが難しい。このため、

自治体や現地動物救護本部等は、避

な情報収集を行うことにより、各避

難所で必要な救援物資を把握し、そ

の確保に努める（救援物資の中で、

役立ったもの、不足したものの例は

p.105 を参照）。

活動内容を明確にした上で募集し、

ボランティアの配置及び役割の指示

を行う。

難所等で獣医師による健康チェック

を受けられるように配慮することが

望ましい。

岩手県（東日本大震災）
　物資の配布に関しては、ペット飼育者が多い避難所で、避難所管理

者ではなく飼育者の一人が調整役となり、広域振興局保健福祉環境

部・センターからの物資配布の窓口になった事例もあった。

　また、ペットを飼育している自宅避難者同士でネットワークができ

た地域では、希望物品を取りまとめて、直接、広域振興局保健福祉

環境部・センターに取りに来る等、効率的に物資を提供できる体制が

構築された。

避難所における対応事例（物資の配分）

　飼い主とペットが一緒にいられる

ことは、避難生活の中で、被災者が

普段の暮らしを取り戻すために必要

な支援の一つと考える。

　しかしながら、仮設住宅での暮ら

しは限られた空間での共同生活であ

り、ペットを飼育している人と飼育し

ていない人との相互理解が不可欠で

ある。

　仮設住宅でのペットの同居におい

ても、避難所と同様に人とペットと

の距離が近くなるおそれがあり、鳴

き声や臭い、衛生害虫等の苦情が出

ることが予想されるため、仮設住宅

でペットを飼うルールを徹底し、お

互いの共通理解を構築する必要があ

る。そのために、仮設住宅の設置・

管理者と現地動物救護本部等は、仮

設住宅におけるペット飼育のルール作

りや、飼い主に対する適正な飼育の

指導や支援を実施する必要がある。

（2）仮設住宅におけるペットとの同居

 　仮設住宅におけるペットの飼育方法の決定

　仮設住宅の設置・管理者と現地動

物救護本部等は、仮設住宅の状況（形

態・立地場所・地域数）、ペット同行

避難者及びペットの種類・数・飼育形

態等地域の状況を考慮して、仮設住

宅におけるペットの飼育方法を決定

する。

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

動物救護対策0722見開き.indd   68-69 13.7.31   1:58:11 PM



68 69

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

◆ 仮設住宅におけるペット同行避難者の受け入れのための対応例

● 仮設住宅におけるペットの飼育方法の決定
● 仮設住宅でのペット飼育ルールについて
● 仮設住宅でのペットの適正飼育の指導
● 必要な物資の支援
● ボランティアの受け入れ、配置、役割分担

必要な物資の支援

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担

獣医師によるペットの健康チェック

　避難生活が長くなると、飼い主が

持参してきたペットフード等だけでは

不足する。自治体や現地動物救護本

部等は、避難所への定期的な巡回、

または避難所管理者等から定期的

　自治体や現地動物救護本部等は、

避難所における支援にボランティア

の協力を求める場合は、避難所での

　被災したペットは体調を崩すこと

が多い。また被災住民は獣医師の診

察を受けることが難しい。このため、

自治体や現地動物救護本部等は、避

な情報収集を行うことにより、各避

難所で必要な救援物資を把握し、そ

の確保に努める（救援物資の中で、

役立ったもの、不足したものの例は

p.105 を参照）。

活動内容を明確にした上で募集し、

ボランティアの配置及び役割の指示

を行う。

難所等で獣医師による健康チェック

を受けられるように配慮することが

望ましい。

岩手県（東日本大震災）
　物資の配布に関しては、ペット飼育者が多い避難所で、避難所管理

者ではなく飼育者の一人が調整役となり、広域振興局保健福祉環境

部・センターからの物資配布の窓口になった事例もあった。

　また、ペットを飼育している自宅避難者同士でネットワークができ

た地域では、希望物品を取りまとめて、直接、広域振興局保健福祉

環境部・センターに取りに来る等、効率的に物資を提供できる体制が

構築された。

避難所における対応事例（物資の配分）

　飼い主とペットが一緒にいられる

ことは、避難生活の中で、被災者が

普段の暮らしを取り戻すために必要

な支援の一つと考える。

　しかしながら、仮設住宅での暮ら

しは限られた空間での共同生活であ

り、ペットを飼育している人と飼育し

ていない人との相互理解が不可欠で

ある。

　仮設住宅でのペットの同居におい

ても、避難所と同様に人とペットと

の距離が近くなるおそれがあり、鳴

き声や臭い、衛生害虫等の苦情が出

ることが予想されるため、仮設住宅

でペットを飼うルールを徹底し、お

互いの共通理解を構築する必要があ

る。そのために、仮設住宅の設置・

管理者と現地動物救護本部等は、仮

設住宅におけるペット飼育のルール作

りや、飼い主に対する適正な飼育の

指導や支援を実施する必要がある。

（2）仮設住宅におけるペットとの同居

 　仮設住宅におけるペットの飼育方法の決定

　仮設住宅の設置・管理者と現地動

物救護本部等は、仮設住宅の状況（形

態・立地場所・地域数）、ペット同行

避難者及びペットの種類・数・飼育形

態等地域の状況を考慮して、仮設住

宅におけるペットの飼育方法を決定

する。

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

動物救護対策0722見開き.indd   68-69 13.7.31   1:58:11 PM



70 71

岩手県（東日本大震災）

　岩手県災害時動物救護本部は沿岸被災 12 市町村あてに、ペット同

行者への対応について、仮設住宅での飼育を許可する環境を整えるよ

う要請文を発出した。なお震災前に、岩手県県土整備部が発行した「応

急仮設住宅入居の手引き」には避難所でのペット飼育について記載し

てあり、基本的に飼育出来ることが前提であったため、要請文が出し

やすかった。

仮設住宅における対応事例（市町村への要請文の発出）

仮設住宅における対応事例（関係部署との連携）

仮設住宅での飼育状況（岩手県）

仙台市（東日本大震災）

　仙台市では、仮設住宅担当課との連携により、仮設住宅でペット

の飼育を希望する方の情報入手が可能となった。そのため、入居説

明会であらかじめペット飼育について説明することが出来た。

　仮設住宅の近隣にペット専用飼育施設を設ける方法は、人の居住す

るスペースとペットを飼育するスペースを区分することができ、トラブル

が起こりにくくなる。なお、ペット専用飼育施設は、飼い主同士が協力

して管理運営を行い、ペットの適正な飼育と衛生管理を行うことが必

要である。

福島県獣医師会（東日本大震災）

　福島県獣医師会では、民間企業の協力により、郡山市（ビックパレット

ふくしま）に設置された仮設住宅に近接してペット飼育用施設を設置

した。

仮設住宅における対応事例
（仮設住宅の近隣にペット専用飼育施設を設ける方法）

仮設住宅に近接してペット飼育用施設（郡山市）
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仮設住宅において飼育者と非飼育者で居住区域を区分した例（福島県豊田町）

　仮設住宅の入居者を割り振る際に、あらかじめ飼育者と非飼育者で

居住区域を区分する方法である。一つの居住区域内で、飼育者と非

飼育者を区分する方法もある。

福島県浪江町（東日本大震災）

　浪江町では、他の住民とのトラブルの防止を目的として、ペットを同

居してよい仮設住宅の区画を用意し、ペット飼育者にはそのエリア内

の仮設住宅を案内した。（ただし設計上特別な物は無く、通常の住宅

と同様の設計となっている。）

福島県新地町（東日本大震災）
　新地町では、仮設住宅の建設の際に、被災者がペットと同居できる
ように設計した。外にもペットブースが有る。

仮設住宅における対応事例（飼育者と非飼育者の空間的区分） 　仮設住宅でのペット飼育ルールについて

　仮設住宅でのペット飼育ルール

は、基本的には仮設住宅の設置・管

理者が、自治体や現地動物救護本

部等の助言を入れて決定するが、住

民同士の話し合いで飼育方法を決め

る場合もある。

　具体的なルール作りにあたり室内

飼いのみとするか、犬の室外への係

留を認めるかについては、仮設住宅

の立地状況、地域における飼育状

況、住民の理解等を考慮する必要

がある。飼育ルールで多い事例は、

「原則として室内飼い」とする方法で

ある。限られた空間の室内で、人と

ペットが生活するためには、室内で

はケージ飼いを勧めるとよい。ただ

し、ケージ飼いがしにくい大型犬や

元々室外飼育をしていた犬について

は、別途、ルールの検討や支援が必

要となる場合がある。

仮設住宅での飼育の様子

岩手県（東日本大震災）

　岩手県県土整備部が発行した「応急仮設住宅入居の手引き」には、

「ペットを飼う場合は室内飼育を基本とし、外に出す場合は、犬・猫

ともリードを装着してください。動物好きの人、嫌いな人が共に快

適に暮らせるようご協力をお願いします。」と記載されている。

仮設住宅における対応事例（ルール・マナー作り等）
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プレハブ仮設住宅での飼育の様子

74 75

　ペットの飼育が多いプレハブ仮設住宅では「ペットの会」が立ち上がり、
ペット飼育者のマナーアップ講座やしつけ教室を開催した。また、飼い
主によるプレハブ仮設住宅周辺の犬の糞拾い運動を実施していた仮設住
宅もある。

　また、プレハブ仮設住宅におけるペットの飼育状況の把握と飼い主を
支援するために、「仮設住宅におけるペット飼育届け」をペット飼育者に
提出してもらい、提出した飼い主には各種予防接種・寄生虫予防・健康
診断等の支援を受けられる「どうぶつと家族を結ぶ手帳」を配布した。

仙台市（東日本大震災）
　仙台市では、プレハブ仮設住宅でペットを飼育する飼い主に対して、

「仮設住宅におけるペット飼育ルール」を配布した。

どうぶつと家族を結ぶ手帳

仮設住宅における対応事例（ルール・マナー作り等）

新潟県（新潟県中越沖地震）

　新潟県では、仮設住宅でペットを飼育する住民に向けて、飼育状況や

必要な支援を把握するためのアンケート調査の実施、予防注射の無料

接種券の配布、飼育に係る注意事項を説明したチラシを配布する等情

報収集や情報提供を行った。

仮設住宅における対応事例（適正飼育の指導）

仮設住宅でのペットの適正飼育の指導

　仮設住宅でのペット飼育に起因し
た苦情やトラブルの原因には、避難
所と同様に、鳴き声、におい、毛の
飛散、糞の放置等が挙げられる。飼
い主は平常時と同様に飼い主マナー
を遵守し、適正飼育することが必要
である。
　飼い主は「飼い主の会」を立ち上げ
るなどして、相互に協力して、動物の

適正な飼育管理や衛生管理を行う。
　仮設住宅の管理者や現地動物救護
本部等及びボランティアが連携して、
飼育ルールや衛生管理方法等につい
て飼い主への指導を行うものとする。
　また、仮設住宅の管理者または現
地動物救護本部等は、仮設住宅での
ペットの飼育状況を把握する。
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プレハブ仮設住宅での飼育の様子
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　ペットの飼育が多いプレハブ仮設住宅では「ペットの会」が立ち上がり、
ペット飼育者のマナーアップ講座やしつけ教室を開催した。また、飼い
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宅もある。
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支援するために、「仮設住宅におけるペット飼育届け」をペット飼育者に
提出してもらい、提出した飼い主には各種予防接種・寄生虫予防・健康
診断等の支援を受けられる「どうぶつと家族を結ぶ手帳」を配布した。

仙台市（東日本大震災）
　仙台市では、プレハブ仮設住宅でペットを飼育する飼い主に対して、

「仮設住宅におけるペット飼育ルール」を配布した。

どうぶつと家族を結ぶ手帳

仮設住宅における対応事例（ルール・マナー作り等）

新潟県（新潟県中越沖地震）

　新潟県では、仮設住宅でペットを飼育する住民に向けて、飼育状況や

必要な支援を把握するためのアンケート調査の実施、予防注射の無料

接種券の配布、飼育に係る注意事項を説明したチラシを配布する等情

報収集や情報提供を行った。

仮設住宅における対応事例（適正飼育の指導）

仮設住宅でのペットの適正飼育の指導

　仮設住宅でのペット飼育に起因し
た苦情やトラブルの原因には、避難
所と同様に、鳴き声、におい、毛の
飛散、糞の放置等が挙げられる。飼
い主は平常時と同様に飼い主マナー
を遵守し、適正飼育することが必要
である。
　飼い主は「飼い主の会」を立ち上げ
るなどして、相互に協力して、動物の

適正な飼育管理や衛生管理を行う。
　仮設住宅の管理者や現地動物救護
本部等及びボランティアが連携して、
飼育ルールや衛生管理方法等につい
て飼い主への指導を行うものとする。
　また、仮設住宅の管理者または現
地動物救護本部等は、仮設住宅での
ペットの飼育状況を把握する。
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仮設住宅で動物を飼育する住民向けのアンケートの案内

76 77

仮設住宅での動物訪問診療風景（岩手県獣医師会）

◆ 主な対応例

● 負傷動物の救護
● 放浪動物の保護・収容
● 飼い主からの依頼に基づく一時預かり
● 飼い主への返還
● 新しい飼い主への譲渡

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担
　仮設住宅における支援にボラン
ティアの協力を求める場合は、仮設
住宅での活動内容を明確にした上

で、ボランティアを受け入れ、配置及
び役割の指示を行う。

新潟県（新潟県中越地震）
　新潟県中越大震災動物救済本部
では、市町村の災害対策本部長に

「仮設住宅における動物飼育」に関
する要請文書を送るとともに、仮
設住宅で動物を飼育する住民に向
けて、飼育状況や必要な支援を把
握するためのアンケート調査を実
施し、予防注射の無料接種券の配
布、ケージやサークル等の無償貸
与を行った。

仮設住宅における対応事例（ケージ等の貸し出し等の支援）

必要な物資の支援

　仮設住宅でのペットの室内飼いを進
めていくためには、室内でペットが落
ち着けるスペースを作る必要がある。
　仮設住宅でのペット飼育について
も、飼い主自身の責任で必要な物資

をそろえる必要があるが、ケージ等を
調達できない飼い主のために、自治体
や現地動物救護本部等は、ケージ等
の貸し出し等の支援を行う。

3 保護が必要な動物への対応

　災害発生時には、ペットが負傷す

ることや飼い主が被災するなどで

ペットとはぐれてしまうことが想定さ

れる。

　負傷動物を発見した場合は、速や

かに保護・収容し、必要な治療を行

う必要がある。

　自治体や現地動物救護本部等は、

負傷しているペットを保護・収容し、

必要な応急治療を行う。

　負傷動物は、基本的に自治体等の

動物救護施設に保護・収容するが、

　また、放浪動物の保護は、人及び

その財産への危害防止の観点からも

重要である。

　こうした措置や飼い主からの一時

的な預かり、飼い主への返還などに

ついては、自治体等や現地動物救護

本部等が中心となって実施する。

重症の場合や長期の治療が必要とな

る場合は、地方獣医師会と協議し、

協力可能な動物病院に保護・収容す

る。

（1）負傷動物の救護
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仮設住宅で動物を飼育する住民向けのアンケートの案内

76 77

仮設住宅での動物訪問診療風景（岩手県獣医師会）

◆ 主な対応例
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● 飼い主からの依頼に基づく一時預かり
● 飼い主への返還
● 新しい飼い主への譲渡

ボランティアの受け入れ、配置、役割分担
　仮設住宅における支援にボラン
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住宅での活動内容を明確にした上

で、ボランティアを受け入れ、配置及
び役割の指示を行う。
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する要請文書を送るとともに、仮
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握するためのアンケート調査を実
施し、予防注射の無料接種券の配
布、ケージやサークル等の無償貸
与を行った。

仮設住宅における対応事例（ケージ等の貸し出し等の支援）

必要な物資の支援

　仮設住宅でのペットの室内飼いを進
めていくためには、室内でペットが落
ち着けるスペースを作る必要がある。
　仮設住宅でのペット飼育について
も、飼い主自身の責任で必要な物資

をそろえる必要があるが、ケージ等を
調達できない飼い主のために、自治体
や現地動物救護本部等は、ケージ等
の貸し出し等の支援を行う。

3 保護が必要な動物への対応

　災害発生時には、ペットが負傷す

ることや飼い主が被災するなどで

ペットとはぐれてしまうことが想定さ

れる。

　負傷動物を発見した場合は、速や

かに保護・収容し、必要な治療を行

う必要がある。

　自治体や現地動物救護本部等は、

負傷しているペットを保護・収容し、

必要な応急治療を行う。

　負傷動物は、基本的に自治体等の

動物救護施設に保護・収容するが、

　また、放浪動物の保護は、人及び

その財産への危害防止の観点からも

重要である。

　こうした措置や飼い主からの一時

的な預かり、飼い主への返還などに

ついては、自治体等や現地動物救護

本部等が中心となって実施する。

重症の場合や長期の治療が必要とな

る場合は、地方獣医師会と協議し、

協力可能な動物病院に保護・収容す

る。
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◎保護カードの記載事例
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　　犬の場合
　　● 保護した場所
　　● 犬のサイズ
　　● 犬の種類
　　● 保護時の首輪・服の有無、色・デザイン
　　● 預かり保護団体名、団体の連絡先
　　● 行政・警察への届出の有無
　　● その他の情報
　　猫の場合
　　● 保護した場所
　　● 猫の種類
　　● 保護時の首輪の有無、色・デザイン
　　● 預かり保護団体名、団体の連絡先
　　● 行政・警察への届出の有無
　　● その他の情報

岩手県（東日本大震災）

　震災直後に保護すべきペットが増加したが、公的施設の収容頭数に

限りがあったこと、またペットの受け入れが可能な民間ボランティア施

設が少なくかつ被災地から離れた内陸部に位置していたことから、被

災地の動物病院を一時的な保護収容施設として活用した。

　県動物救護本部は動物病院に多数のペットが保護され、動物病院

の本来の機能である負傷動物の治療等に支障をきたさないように調

整した。

負傷動物の救護対応事例

拠点動物病院での一時保護動物（岩手県宮古市）

　自治体や現地動物救護本部等は、
飼い主からはぐれたペットが被災地
等に取り残された場合、動物の愛護、
人への危害の防止及び生活環境の保
全の観点から、保護・収容等を実施
する。
　ペットが原子力災害などにより設定
された立入り制限区域内に取り残さ
れた場合は、保護依頼のあった飼い
主から当該動物がいる可能性のある
場所を聴き取るとともに、立入り許可
権限を有する自治体の担当部署と動
物救護目的の立入りに関する調整を
行う。許可が得られれば、保護活動
従事者の安全を確保することを優先

しながら、保護・収容等を実施する。
　放浪動物を保護・収容する際には、
捕獲器、捕獲用の餌、給餌用の餌、
水も必要となる。捕獲器の設置にあ
たってはペットの安全性に充分配慮
し、設置場所、回収時間等について
慎重に検討する。放浪動物が保護で
きた際には、飼い主に対し保護した
者の連絡先等が記載された保護カー
ドを残すなどの措置を講じ、飼い主
への返還を進める。
　保護したペットは、動物救護施設に
おいて収容するが、衰弱が激しい場
合などは協力動物病院へ搬送する。

（2）放浪動物の保護・収容
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警戒区域内における保護活動の状況

シェルターへの移送保護個体のスクリーニング　

福島県（東日本大震災）

　▶福島県独自の保護活動
　　●人による保護

　　●放射線のスクリーニング検査実施　

　　●各保健福祉事務所捕獲車によりシェルターに移送

　▶住民の一時帰宅に合わせたペットの保護活動（環境省及び福島県）
　　●住民が一時帰宅した際に、係留あるいはキャリーケース等に収

　　　容したペットの回収

　　●放射線のスクリーニング検査実施

　　●各保健福祉事務所捕獲車等によりシェルターに移送

　▶一斉保護（環境省及び福島県、他自治体の協力）
　　●捕獲箱を使用した保護活動

    　●放射線のスクリーニング検査実施

　　●捕獲車等によりシェルターに移送

放浪動物の保護・収容にかかる対応事例
（警戒区域内における放浪犬猫の保護活動について）

　自治体や現地動物救護本部等は、

やむを得ずペットを飼育することがで

きない飼い主から依頼があった場合、

期間を定めて一時預かりを行う。一

時預かり先は、動物救護施設での受

け入れや、動物病院、動物愛護団体

や個人ボランティア宅での預かり等、

状況に応じた一時預かり体制を確保

する。

　ペットを受け入れる際には個体識

別措置を施し、識別マニュアルなど

により確実な個体管理を行う必要が

ある。また、飼い主から預かる場合

には預かり期間、連絡先等を文書に

より明確にしておく。その際、ペッ

トにとっては、飼い主と離れた慣れ

ない場所での長期の生活は多大なス

トレスとなることを理解してもらい、

できる限り早期に引き取るよう飼い

主に説明する。

　飼い主とは、こまめに連絡を取り、

返還に向けた受け入れ準備状況や意

思確認を行う（一時預かりに関連す

る様式は、資料 7 ～ 9 を参照）。

（3） 飼い主からの依頼に基づく一時預かり

東京都（東日本大震災）

● 一時預かり動物については、飼い主に対して、アンケートにより

　今後どうするのかを聞き取った（回答期限を設けて実施）。

　なお、一時預かりを行う際に、預かり期間には限度があることを

　十分に説明した。

● 契約更新時に、飼い主の飼育継続に係る意思確認を実施した。

飼い主からの依頼に基づく一時預かりの事例
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　自治体や現地動物救護本部等は、
飼い主不明で保護されたペットを、元
の飼い主に返還するために、保護動
物に関する情報を積極的に公表する。
　広く情報提供ができるウェブサイ
トを活用することは効果的だが、避
難所や仮設住宅で生活する避難者
の中にはインターネットを活用でき
る環境にない場合もあることから、

避難所や仮設住宅の掲示板や回覧
板も活用するとよい。
　できるだけ元の飼い主に返還す
るため、災害時には自治体は通常よ
りも長い期間公示を行う場合が多い

（約２週間～１か月程度）。返還の際
には取り違い等が起こらないような
確認体制が必要である（返還に関連
する様式は、資料 10 を参照）。

（4）飼い主への返還

●飼い主探しの事例
仙台市（東日本大震災）
　仙台市では発災当初、保護しているペットの情報を紙に手書きし、
避難所に掲示して対応した。
　また、避難所に掲示した紙には書き込み
スペースを作り、被災者の情報を収集出来
るようにし、保護された動物を早く飼い主
の元に返すよ
う努力した。

飼い主への返還の事例

掲示された迷子動物の情報（仙台市）

●飼い主への意思確認の事例

福島県（東日本大震災）
　福島県動物救護本部では、動物救護施設で一時預かりしている
ペットについて、預かり期間が長期化している飼い主に電話で今後の
飼育に関する意思確認を行った。その際には、ペットの様子や病状
を報告すると共に、預かり期間に限度があること、今後、飼い主が
飼育することが難しい状況であれば、所有権放棄について説明した。

　自治体や現地動物救護本部等は、
保護したペットのうち、公示手続き
等を経て所有者が明らかにならな
かったペットや、飼い主が所有権を
放棄したペットは、新たな飼い主を
募集し、譲渡する。
　譲渡を行う場合には、適正な飼育
管理を行える飼育環境かどうか譲り
受け希望者に確認を取るとともに、
飼育環境が譲渡対象動物に適してい

るかどうか判断する。
　また、譲渡後に所有者が判明した
場合等を考慮して、新たな飼い主等
に対し本譲渡の趣旨等について十分
理解を得る等の的確な譲渡手続きを
行う必要がある。さらに、譲渡先で
の適正な飼育の確認・相談等に備え
て、関係行政機関との連携等が重要
になる（譲渡に関連する様式は、資
料11 ～12 を参照）。

（5） 新しい飼い主への譲渡

福島県（東日本大震災）
　福島県では、譲り受け申し込み書および譲渡対象者等確認票を提出
された方の中から厳正な審査を行い、審査に通った方のみにマッチン
グ等の日程を連絡している。

新しい飼い主への譲渡の事例 ( 譲渡までの手続き )
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飼育に関する意思確認を行った。その際には、ペットの様子や病状
を報告すると共に、預かり期間に限度があること、今後、飼い主が
飼育することが難しい状況であれば、所有権放棄について説明した。

　自治体や現地動物救護本部等は、
保護したペットのうち、公示手続き
等を経て所有者が明らかにならな
かったペットや、飼い主が所有権を
放棄したペットは、新たな飼い主を
募集し、譲渡する。
　譲渡を行う場合には、適正な飼育
管理を行える飼育環境かどうか譲り
受け希望者に確認を取るとともに、
飼育環境が譲渡対象動物に適してい

るかどうか判断する。
　また、譲渡後に所有者が判明した
場合等を考慮して、新たな飼い主等
に対し本譲渡の趣旨等について十分
理解を得る等の的確な譲渡手続きを
行う必要がある。さらに、譲渡先で
の適正な飼育の確認・相談等に備え
て、関係行政機関との連携等が重要
になる（譲渡に関連する様式は、資
料11 ～12 を参照）。

（5） 新しい飼い主への譲渡

福島県（東日本大震災）
　福島県では、譲り受け申し込み書および譲渡対象者等確認票を提出
された方の中から厳正な審査を行い、審査に通った方のみにマッチン
グ等の日程を連絡している。
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譲渡会の様子（仙台市）

仙台市（東日本大震災）

　仙台市では、震災後早くから、仙台市動物管理センターへ収容さ

れた動物の譲渡会を開催し、全国の方から関心を集めた。その結果、

全国の個人や団体にも適正な譲渡ができ、センター収容動物数も過密

にならず、新たなシェルター設置に到らなかった。

新しい飼い主への譲渡の事例（譲渡会） 新しい飼い主への譲渡の事例（情報提供）

福島県（東日本大震災）

　福島県動物救護本部は、同本部のウェブサイトから、譲渡対象動

物の情報を発信するとともに、ポスターによる情報の掲示を行って

いる。

福島県動物救護本部→ http://www.fuku-kyugo-honbu.org/

東京都（東日本大震災）

　譲渡の推進については、都動物救援本部ウェブサイト、都動物救援

本部構成団体による広報媒体等により周知した。（その他、マスコミ

による報道など）
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理が既存の保健所、動物愛護セン

ター等の活用では十分でないと考え

られる場合、増設または新たに設置

する必要がある。その場合、あらか

じめ選定しておいた候補地に施設を

設置する。

4 動物救護施設の設置、運営管理

　動物救護施設は、災害時に、飼い

主からの一時預かりや負傷動物、保

護・収容した放浪動物の飼育管理等

を行う際に必要となる。

　その際、自治体等は、災害の規模

が大きいなど、保護動物の収容、管

◆ 動物救護施設の設置、運営管理

● 動物救護施設の設置及び形態
● 動物救護施設の体制整備
● 収容動物の飼育管理
● 収容動物の健康管理
● ボランティアの活用

置に係る時間、費用、活動期間等を

考慮して施設整備計画を検討する必

要がある。最低限、温度・湿度管理、

飼育舎の広さ（必要な収容頭数と一

頭あたりの広さ）、逸 走防止対 策、

感染症対策（隔離等）、洗浄消毒等

の飼育環境のほか、物資の保管場所、

事務所、トイレ等が確保されていれ

ば、飼育管理していく中の工夫次第

で飼育環境を充実させることも可能

である。

　既存の保健所、動物愛護センター

等を活用する場合には、保護・収容

したペットの飼育管理場所を確保し、

収容時の感染症予防対策を十分に

行う。

　また、動物救護施設を増設または

新設する際の形態としては、テント、

プレハブ、ユニットハウス等の簡易な

施設等を設置する場合や、既存の空

き施設を利用する場合等がある。

（1）動物救護施設の設置及び形態

　災害時に必要な動物救護施設の

設置に当たっては、「早急な設置・運

営」と「収容動物のストレスを軽減

できる飼育環境の整備」とのバラン

スが重要となる。

　動物救護施設のように多数のペッ

トを群管理する場合には、感染症の

発生防止とストレス管理が重要とな

る。通常とは異なる環境に置かれた

ペットは多大なストレスを受け、病

気を発症してしまうことが多いため、

飼育環境への配慮が必要となる。

　主な配慮事項として、犬と猫を別

棟または別室で管理する、猫は高さ

のあるケージ、隠れ場所や安心して

休める場所とプレイルーム（運動場

所）を用意する、犬は身体を伸ばせ

るケージまたは寝床と運動場所を区

分する等がある。

　一方、緊急対応が求められる災害

状況下において、限られた資金や時

間を効率的に活用するためには、設
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仙台市動物管理センター センター内での飼育状況

仙台市動物救護本部（東日本大震災）

● 東日本大震災時には仙台市動物管理センターを中心に、負傷動物や

  逸走動物の保護・収容を行った。健常なペットについては本部構成

   団体であるボランティア団体が一時預かり等を行った。

● センター収容動物の譲渡会を早くから開催することにより、セン     

　ター収容動物数が過密になることを防ぎ、新たなシェルターを設置  

　　することなく対応することができた。

動物愛護センター等既存の施設を利用した事例

東京都・東京都動物救援本部（東日本大震災東京都動物救援センター）

● 大震災で被災地から都内に避難してきた住民のペットの一時預かり 

　等を行うために、新たな動物救護施設が設置された。

● 飼育舎、事務棟、治療棟、犬用パドック等を設置し、預かり動物の

　飼育管理、健康管理、返還・譲渡に係る業務を行った。

● 三宅島噴火災害時対応の経験を生かして、飼育管理者が使いやすい

　施設を設置するとともに、収容動物のストレス管理や感染症予防対策、

　逸走予防対策等の工夫を行った。

新たな施設を設置した事例

出入り口には逸走防止の柵を設置

ドアに飼育舎内確認用の小窓を設置

飼育舎の外観

飼育舎には内部屋を配置
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飼育管理、健康管理（獣医療）等の

実務を行う体制を作る必要がある。

　人材の確保にあたっては、現地動

物救護本部等を構成する地方獣医師

会や動物愛護団体等が連携し、獣医

師や飼育管理等のスタッフをそろえる

とともに、ボランティアの活用を図る。

　動物救護施設における役割分担の

例を以下に示す（動物救護施設に関

連する様式は、資料 13 ～16 を参

照）。

（2）動物救護施設の体制整備

　既存の保健所、動物愛護センター

等を動物救護施設とする場合は、既

存施設の運営管理を基本として、地

方獣医師会等と連携を図りながら、

収容動物の飼育管理や健康管理を

行う。

　一方、動物救護施設を増設または

新設する場合は、当該施設の運営管

理を行う体制が別途必要となる。そ

の際、施設長、副施設長を置くとと

もに、事務管理、犬・猫それぞれの

◎動物救護施設における役割分担の例
 事務管理班
　 自治体や現地動物救護本部等との連絡調整、施設運営経費の管理、 業務

　 集計・報告、新規動物の受け入れ、収容動物の譲渡、物資の管理、ボランティ

　アの受け入れ・配置・管理、ウェブサイトの更新、その他運営に係る事務等

 犬飼育管理班・猫飼育管理班
　 動物の飼育管理（給餌・給水等の世話、食欲や排泄、身体の異常等の健

　康チェック、動物の行動や状態のチェック）、施設の清掃・管理、居住環

　境のチェック（音、光、床材等）、動物の運動・遊び、収容動物のデータ

　管理等

　健康管理班
　 収容動物の健康管理、負傷動物の治療、予防接種等、マイクロチップ

　の装着、不妊去勢手術の実施、医薬品の管理、感染症予防のための

　衛生管理及びスタッフやボランティアへの指導等

必要な人数をスタッフとして確保する

よう努める。

　飼育管理にあたっては、個体ごと

の情報を管理できるように、毎日の

世話を行う際に記録簿を作成し、当

該動物の状況について、それぞれの

飼育管理者が把握できるようにする。

（3） 収容動物の飼育管理

　収容動物の飼育管理には多くの人

員が必要とされるが、ボランティアを

主とした体制にすると、日によって作

業人数が足りず必要な世話ができな

いおそれが生じる。

　そのため、自治体や現地動物救護

本部等は、収容頭数に応じた最低限

東京都（三宅島噴火災害）

　三宅島噴火災害動物救援センター（東京都日野市）では、「三宅島

噴火災害動物救援センター運営内規」を作成し、センターの円滑な運

営管理に努めた。

飼育管理の工夫事例

三宅島噴火災害動物救援センター運営内規（一部抜粋）
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しい。

　また、施設の設備状況により必要

な治療が行えなかったり、収容動物

が重症の場合等は、近隣の動物病院

へ搬送する（治療等に関連する様式

は、資料17 ～19 を参照）。

（4）収容動物の健康管理

　動物救護施設における収容動物の

健康管理と治療等は、獣医師によっ

て行う。

　獣医師は専任の場合や、地方獣医

師会の会員獣医師の交代での派遣

等により毎日診察できる体制が望ま

東京都（三宅島噴火災害）
　三宅島噴火災害動物救援センター（東京都日野市）では、動物の
健康管理及び治療は、都獣医師会から連日 1 名の会員が派遣された。
開所から平成 14 年 3 月 21 日までの間、延べ 380 名の獣医師が従事
した。

福島県（東日本大震災）
　福島県動物救護本部第 1 シェルター（福島県飯野町）、第 2 シェル
ター（福島県三春町）では、シェルター毎に医療担当部門責任者とし
て専任獣医師 1 名が福島県獣医師会から派遣され、被災動物の受け
入れや収容動物の健康管理及び治療等にあたっている。

健康管理の工夫事例

● 収容した動物の世話　
　給餌・給水、運動（散歩等）、健康チェックなど 
● 収容した動物の身の回りの世話
　犬舎・猫舎の清掃・消毒、運動スペース・ケージなどの清掃管理 
　動物の敷物などの洗濯管理など 
　動物の手入れ ( シャンプー、グルーミング、ブラッシングなど ) 
● 動物救護施設の運営維持
　ユニフォームの洗濯、必要品の買出しなど 
　動物救護施設の維持管理 ( 施設・設備の修繕や雑用・掃除 ) 
● 事務
　飼い主との連絡調整（面会、引き取りなど） 
　ボランティアとの連絡調整 
　支援物資の管理や要請
　ホームページの運営など 

◆ ボランティアの仕事内容の例

トレスにより攻撃的になっている動

物もいるため、咬傷事故等のおそれ

もあることから、ボランティアの受け

入れにあたっては、自治体または現

地動物救護本部等でボランティア保

険等に加入する。

　なお、日頃から飼育管理を行う常

駐スタッフが、こうした攻撃性のある

動物の情報を把握し、注意を呼びか

けるなどし、咬傷事故の発生防止に

努める（ボランティアに関連する様式

は、資料 20 ～ 22 を参照）。

（5） ボランティアの活用
　動物救護施設では、事務や収容

動物の飼育管理等の作業を行うボラ

ンティアが必要な場合がある。

　そのため、自治体や現地動物救護

本部等は、テレビ、新聞、ラジオ等

のマスコミ、ウェブサイト、公報、イ

ベント等を活用した広報や、地方獣

医師会や動物愛護団体等の民間団

体、また獣医系大学や動物専門学校

等の学生等への人材派遣要請を行う

など幅広く募集を行う。

　また、収容動物は環境の変化やス
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動物救護施設におけるボランティアの活動例

福島県（東日本大震災）

　福島県動物救護本部第 2 シェルター（福島県三春町）では、ウェ

ブサイト上でボランティアを募集するとともに、活動内容を紹介し

ている。

災
害
発
生
時
の

動
物
救
護
対
策

被災した飼い主の混乱を防ぎ、避難

生活の不安を和らげることになる。

　自治体や現地動物救護本部等は、

避難した住民に対し、避難所・仮設

住宅におけるペットの適正な飼育の

指導、飼い主不明で保護されたペッ

トの情報、自治体や現地動物救護本

部等が実施している動物救護活動の

情報等について、定期的に広報・普

及啓発を行う。

　また、ウェブサイト等を活用して、

広く国民に対し動物救護活動に係る

情報提供を行う。

ウェブサイト等を活用するほか、避難

所や仮設住宅では、ウェブサイト等

を見ることができない住民がいるこ

とを考慮し、回覧板の活用等、紙媒

体による広報を行う。

5 広報・普及啓発

　動物救護活動を円滑に実施してい

く上では、的確な情報の収集や提供

により、動物救護活動を飼い主や住

民だけでなく、社会全体に周知する

ことが極めて重要である。

　自治体や現地動物救護本部等は災

害時に情報の混乱が生じないよう、

広報内容を十分に検討し、関係団体

と情報共有を図るとともに、組織的

な広報活動を行う。

　広報の実施は、情報を一元的に管

理し随時広報することが必要であり、

これにより動物救護活動への関心及

び正確な理解を得られるとともに、

　自治体や現地動物救護本部等は、

ペットに起因した苦情やトラブルを

防止するために、避難所・仮設住宅

における飼育ルールや適正飼育に関

する啓発活動を行う。方法としては、

（1）避難住民に対する啓発活動

◆ 広報・普及啓発

● 避難住民に対する啓発活動
● 保護動物に係る情報提供
● 動物救護活動に関する情報提供
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紙媒体での情報提供も行う。その際、

保護動物の情報は、長期の放浪によ

り飼い主とはぐれた場所から移動し

ている可能性もあるので、情報提供

にあたっては、保護した場所だけで

なく当該動物の写真や特徴も付ける

ことが望ましい。

（2）保護動物に係る情報提供
　自治体や現地動物救護本部等が保

護・収容した所有者不明の放浪動物

等については、その所有者を速やか

に見つけるために積極的に情報提供

を行う必要がある。

　（1）の場合と同様、飼い主は避難

所等に避難している場合が多いので、

仙台市（東日本大震災）

　 停電により、避難所等での広報は全て手書きの掲示で対応した。

岩手県（東日本大震災）

　 避難所には保健師等のチームが巡回していたので、そのチームに

協力を依頼し、避難所でのペット飼育上の問題点等があれば報告し

てもらい、それを受けて広域振興局保健福祉環境部・センターが指

導を実施した。

保護動物に係る情報提供の事例インターネット以外の手法を活用した啓発活動の事例

北海道（有珠山噴火）

　 動物の写真入りポスターを作成し、 避難所、役場等へ掲示すること

で、より多くの飼い主を見つけることができた。

福島県（東日本大震災）

　 福島県動物救護本部のウェブサイトに保護した動物の情報を写真

入りで掲載した。
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難している住民に対しても情報が行

き渡るように工夫する。

　さらに、動物救護活動に関する理

解や関心を得、継続的な支援を図る

ために、動物救護活動に関する情報

を、マスコミの協力やウェブサイト等

を活用して広く国民に情報提供する。

（3） 動物救護活動に関する情報提供

　動物救護活動に関する情報提供

は、窓口を一元化し、混乱の無いよ

うに努める。避難住民に対しては、

支援を必要としている住民が、どこ

に支援を求めればよいのかがわかる

ように、支援情報や連絡先等につい

て広報を行うとともに、県内外に避

　◎ウェブサイトにおける情報発信例

　● 動物救護活動の状況報告

　● 保護した動物の情報
　● 行方不明動物の情報
　● 譲渡対象動物の情報
　● ボランティア、救援物資、義援金の募集

　● 義援金の使途

6 動物救護活動の終息の考え方

　現地動物救護本部等の解散や動物

救護施設の閉所等については、被災

や保護依頼の状況や住民の住居環境

の整備状況、飼い主への返還・譲渡

の状況等を総合的に勘案して、その

時期を判断する。

岩手県山田市（東日本大震災）

　動物病院や獣医師から一時預かり等の支援情報を避難所に提供し

　たことにより、被災者が利用した。

広報・普及啓発の事例

岩手県（東日本大震災）

　岩手県災害時動物救護本部は設置から 5 ヶ月後の平成 23 年 8 月

21 日に廃止した。

廃止を判断した理由は以下のとおり　

　①自立の目安として位置づけられる応急仮設住宅が、全戸（13,983

　　戸）完成し、入居が完了すること、また避難所も 9 月上旬を目

　　途に全てが閉鎖される見通しであったこと。

　②復興基本計画に基づく復興対策が本格化すること

　③現在の本部の活動状況を鑑みると、岩手県災害時動物救護本部

　　設置要綱に掲げる、いわゆる応急対策事業は一定の役割を終え、

　　「被災動物」、「家庭動物を飼育する被災者」は生活再建（復興）

　　に向かっていると考えられること

　ただし、救護本部廃止時に各動物愛護団体等で保管しているペッ

トについては、引き続き所有者への返還、又は新しい飼い主への譲

渡にむけた取り組みを推進することとされ、必要に応じて長期預か

りボランティアの紹介も行った。

動物救護活動の終息の例
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動物救護活動を支えるもの4

　

　 災害時

 ● ボランティアの確保

 ● ボランティアの配置・管理

100 101

ティアの募集、受け入れ、管理を行

うことは難しい場合が多いことから、

自治体等は、ボランティア登録制度

の創設やボランティア講習会を定期

的に行う等、人材育成に努める必要

がある。

　動物救護活動の中心となるのは、

自治体や現地動物救護本部等であ

る。これらの関係団体が平常時から

連携をとることが、円滑な救護活動

の基礎となるが、そのためには、相

当数のボランティアも必要となる。

　発災後の混乱した時期に、ボラン

　 平常時

● 動物愛護推進員、地元獣医師、民間団体等との連携

● 動物救護ボランティアの育成、登録

● ボランティア獣医師等の登録、データベースの作成

とったり、連絡体制を築くことで、災
害時に人材派遣の協力要請を円滑に
行うことができる。

　動物愛護推進員、地元獣医師、民
間団体 等と自治 体 等は、平常時の
動物愛護管理に関する業務で連携を

動物愛護推進員、地元獣医師、民間団体等との連携

宮城県（東日本大震災）

　宮城県では、震災発生から約 3 ヶ月後の平成 23 年 6 月 22 日に、

既存の動物愛護センター敷地内に新たに被災動物保護センター（2 次

シェルター）が設置された。

　被災動物保護センターで預かった、飼い主のいない動物については

全て譲渡先が決まり、震災発生後 1 年をもって、被災動物保護センター

を閉鎖した。被災動物保護センターを閉所する際には、閉所の期日を

決め、その期日に向けて、新規預かりの停止、一時預かり動物の飼い

主への返還、新しい飼い主への譲渡を進めた。

栃木県（東日本大震災）

　栃木県では、平成 23 年 3 月 29 日に災害時避難動物等対策班が設

置された。構成団体は、栃木県、宇都宮市、社団法人栃木県獣医師会、

公益社団法人日本愛玩動物協会栃木県支部で、栃木県動物愛護指導

センターが事務局を担ってきた。

　平成 24 年 4 月以降、ペットに関する新たな相談がないことから、5

月 31 日より同対策班の活動は休止している。

東京都（三宅島噴火災害）

　平成 12 年 6 月 26 日の三宅島雄山の火山活動に伴い、災害対策本

部が設置された。9 月 1 日に東京都獣医師会は「東京都獣医師会三宅

島被災動物救護対策本部」を設置し、その後、（財）日本動物愛護協

会、（社）日本動物福祉協会、（社）日本愛玩動物協会、（社）東京都

動物保護管理協会と協力し、「三宅島噴火災害動物救援本部」を結成し、

活動を開始した。

　一方、東京都は三宅島噴火災害動物救護センターを平成 13 年 3 月

29 日に設置し、平成 14 年 3 月 31 日まで運営した。

　平成14 年12月5日最後の1頭が引き取られ、全ての活動を終了した。

動物救護活動の終息の例

人材の確保、ボランティア（個人・獣医師・民間団体）との連携1
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102 103

活動に当たって、　ボランティア保険の
加入等によりボランティアの事故等に
備える。

ンティアをコーディネートする　ボラン
ティアリーダーの育成も行う。講習会
受講生をボランティアとして登録して
おくことで、緊急災害時に、登録者に
協力要請を行うことができる。

おくことで、災害発生時にいち早く
近隣の獣医師に協力要請を行うこと
ができる。

必要がある。

　自治体等は、ボランティアリーダー
等を活用して、ボランティアの配置及
び管理を行う。また、ボランティアの

　 災害時にボランティアを安定的に
確保することは困難な場合が多いこ
とから、自治体等は平常時に動物救
護ボランティアの講習会を開催し、必
要な人材の育成を行う。併せてボラ

　 地方獣医師会は、会員の獣医師に
呼びかけ、災害時に協力可能なボラ
ンティア獣医師や動物病院を登録し、
あらかじめデータベースを作成して

 　 自治体等は災害の規模や状況に
よって、以下のボランティアを確保する

  ◎必要なボランティア
　 ● 一時預かりボランティア
　　飼育が困難な飼い主などから一時預かり依頼のあった動物で、動物
　　救護施設での収容が困難な場合などに、自宅等で一時的に飼育する。
　 ● 一般ボランティア
　　自治体や現地動物救護本部等が実施する動物救護活動への協力を
　　行う。
　 ● 動物専門ボランティア
　　　獣医師、動物看護師、トレーナー等動物に関する専門的知識や技
　　術を有するボランティアで、負傷動物の治療等を行う。

ボランティアの配置・管理

動物救護ボランティアの育成、登録

ボランティア獣医師等の登録、データベースの作成

ボランティアの確保

青森県（東日本大震災）

　青森県では、県内のボランティア団体に対して説明会を開催し、ボ

ランティアの依頼を行った。行政であらかじめ各団体の受け入れ可能

頭数を把握し、行政に保護の依頼があった場合には依頼期間等を聞

き取り、長期間の預かりに関しては預かり動物のストレス軽減のため、

各団体へ依頼した。また普段から愛護団体とは連携を行っているため、

スムーズに連携を図ることができた。

動物愛護団体等への一時保護ボランティア依頼の事例

青森県の被災動物保護フロー 

 
パターン１（愛護センターに依頼が来た場合） 
 

被災動物飼養者 

        （相談） 
 
             （依頼及び物資提供） 

      動物愛護センター        動物愛護団体等 

                （定期報告） 
                      
                    （依頼）    （定期報告）  
                           

一時保護ボランティア 

 
パターン２（動物愛護団体等に依頼が来た場合） 
 

被災動物飼養者 

         
       （相談） 

 （報告） 

      動物愛護団体等         動物愛護センター 

               （物資提供） 
 
     （依頼）    （定期報告） 
 

      一時保護ボランティア 

 
青森県被災動物保護フロー
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　 平常時

● 動物救護活動に必要な物資リストの作成

● 物資の備蓄

● 動物関連企業・団体等との災害時の物資供給体制に係る協力関係

　 の構築

　 災害時　　　

● 避難所・仮設住宅等における要望の把握

● 備蓄品の配布

● 救援物資の募集・配布

● 緊急災害時動物救援本部への救援物資の要請

● 役立ったもの

 •フード類、ケージ類、猫砂、ペットシーツ、衛生用品、

　組み立て式テント、リード、首輪、新聞紙等

● 不足したもの

 • 水、ペットシーツ、猫砂、ケージ、ウンチ袋、検査キット、ワクチン等

2 物資の備蓄・提供、救援物資の受付・配布

　災害発生時に、速やかに動物救護

活動を開始するためには、平常時か

ら救護活動に必要な物資を備蓄して

おく必要がある。

　物資の備蓄場所は、主に動物愛護

センターや保健所等、災害時の動物

救護活動の拠点施設と考えている場

所等とする。

　発災直後は、交通網の寸断、救援

車両やガソリン、物資の不足から、

すぐに避難所に物資が届かない場合

も想定しておく必要がある。このた

め、自治体や現地動物救護本部等は、

備蓄品の配布にあたっては、被害状

況を的確に把握し、要請に応じた配

分を計画的に行うことが重要である。

　併せて、不足することが見込まれる

物資については救援物資の募集を開

始するとともに、緊急災害時動物救

援本部へ支援要請を行い、必要な物

資の内容や数量について調整を行う。

　届いた救援物資は仕分けされてい

ないものが多いことが予想されるこ

とから、物資の仕分けに必要な要員

を確保するとともに、保管・配送拠点

施設等を状況に応じて設置するなど、

被災地の需要に応じた供給を速やか

に実施できる体制が必要となる。
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◎救援物資で役立ったもの・不足したものの例

3 資金の確保、義援金の募集・配布

　迅速かつ円滑な動物救護活動を

行うためには、ペットの飼育管理、

物品の購入、動物救護施設の運営

等の資金が必要となる。

　このため、被害の規模や救護活

動の状況等を踏まえ、自治体や現

地動物救護本部等は義援金募集の

窓口と振り込み口座を開設し、義

援金の募集を開始する。自治体や

現地動物救護本部等のウェブサイト

を利用して募集の告知をするととも

に、関係団体・企業等のネットワー

クやマスコミ等の協力を得て、積極

的な広報を行う。また、集まった義

援金の収支管理を適切に行うととも

に、ウェブサイト等で義援金の使途

を公表する。

　大規模災害発生時には、緊急災

害時動物救援本部においても、義援

金の募集を開始する場合がある。集

まった義援金は、被災地の動物救護

活動の支援を目的に、主に被災地の

自治体や現地動物救護本部等、地

方獣医師会等に配分・供与される。

動
物
救
護
活
動
を

支
え
る
も
の

動物救護対策0722見開き.indd   104-105 13.7.31   1:58:32 PM



104 105

　 平常時

● 動物救護活動に必要な物資リストの作成

● 物資の備蓄

● 動物関連企業・団体等との災害時の物資供給体制に係る協力関係

　 の構築

　 災害時　　　

● 避難所・仮設住宅等における要望の把握

● 備蓄品の配布

● 救援物資の募集・配布

● 緊急災害時動物救援本部への救援物資の要請

● 役立ったもの

 •フード類、ケージ類、猫砂、ペットシーツ、衛生用品、

　組み立て式テント、リード、首輪、新聞紙等

● 不足したもの

 • 水、ペットシーツ、猫砂、ケージ、ウンチ袋、検査キット、ワクチン等

2 物資の備蓄・提供、救援物資の受付・配布

　災害発生時に、速やかに動物救護

活動を開始するためには、平常時か

ら救護活動に必要な物資を備蓄して

おく必要がある。

　物資の備蓄場所は、主に動物愛護

センターや保健所等、災害時の動物

救護活動の拠点施設と考えている場

所等とする。

　発災直後は、交通網の寸断、救援

車両やガソリン、物資の不足から、

すぐに避難所に物資が届かない場合

も想定しておく必要がある。このた

め、自治体や現地動物救護本部等は、

備蓄品の配布にあたっては、被害状

況を的確に把握し、要請に応じた配

分を計画的に行うことが重要である。

　併せて、不足することが見込まれる

物資については救援物資の募集を開

始するとともに、緊急災害時動物救

援本部へ支援要請を行い、必要な物

資の内容や数量について調整を行う。

　届いた救援物資は仕分けされてい

ないものが多いことが予想されるこ

とから、物資の仕分けに必要な要員

を確保するとともに、保管・配送拠点

施設等を状況に応じて設置するなど、

被災地の需要に応じた供給を速やか

に実施できる体制が必要となる。

動
物
救
護
活
動
を

支
え
る
も
の

◎救援物資で役立ったもの・不足したものの例

3 資金の確保、義援金の募集・配布

　迅速かつ円滑な動物救護活動を

行うためには、ペットの飼育管理、

物品の購入、動物救護施設の運営

等の資金が必要となる。

　このため、被害の規模や救護活

動の状況等を踏まえ、自治体や現

地動物救護本部等は義援金募集の

窓口と振り込み口座を開設し、義

援金の募集を開始する。自治体や

現地動物救護本部等のウェブサイト

を利用して募集の告知をするととも

に、関係団体・企業等のネットワー

クやマスコミ等の協力を得て、積極

的な広報を行う。また、集まった義

援金の収支管理を適切に行うととも

に、ウェブサイト等で義援金の使途

を公表する。

　大規模災害発生時には、緊急災

害時動物救援本部においても、義援

金の募集を開始する場合がある。集

まった義援金は、被災地の動物救護

活動の支援を目的に、主に被災地の

自治体や現地動物救護本部等、地

方獣医師会等に配分・供与される。

動
物
救
護
活
動
を

支
え
る
も
の

動物救護対策0722見開き.indd   104-105 13.7.31   1:58:32 PM



資金確保の事例

106 107

　平常時

● 義援金募集の受付窓口、振込口座設置の検討

　災害時

● 自治体や現地動物救護本部等による義援金募集の受付窓口と振

　込先口座の開設

● 義援金の募集開始

● 自治体や現地動物救護本部等のウェブサイト等を利用して募集の

　告知

● 義援金の収支管理

● 義援金の使途の公表

● 緊急災害時動物救援本部への支援要請

● 業務報告及び決算報告

岩手県災害時動物救護本部（東日本大震災）

　動物救護活動に必要な資金は、緊急災害時動物救援本部の義援金

から配布された支援金と、県動物救護本部で開設した義援金口座に

寄せられた義援金により確保した。義援金の募集はインターネット

を通じて行い、集まった義援金の総額は 2,666,954 円で、これらは

全て県動物救護本部の活動費として活用された。義援金の収支の内

訳については、ウェブサイト上で公表している。
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